
規 則

�愛媛県規則第４４号
温泉法施行細則及び愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のよ
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改 正 後 改 正 前

（土地掘削許可申請書）

第２条 省令第１条第１項に規定する申請書は、土地掘削許可申請

書（様式第１号）とし、同条第２項に掲げるもののほか、次に掲

げる書類等を添付しなければならない。

� 省略

� 縮尺１万分の１の地図（掘削

地点から半径１，０００メートル以内の地域に温泉のゆう出地があ

る場合は、当該地図に当該ゆう出地を明記し、当該掘削地点と

の距離を記載すること。）

�・� 省略

第３条 省略

（土地掘削・増掘・動力装置許可を受けた法人の合併・分割承認

申請書）

第４条 省令第３条第１項に規定する申請書は、土地掘削・増掘・

動力装置許可を受けた法人の合併・分割承認申請書（様式第３号）

とする。

（土地掘削・増掘・動力装置許可を受けた者の相続承認申請書）

第５条 省令第４条第１項に規定する申請書は、土地掘削・増掘・

動力装置許可を受けた者の相続承認申請書（様式第４号）とする。

（工事完了・廃止届出書）

第６条 省令第５条に規定する届出書は、土地掘削・増掘・動力装

置工事完了・廃止届出書（様式第５号）とし、掘削工事又は増掘

工事が完了した場合にあつては次に掲げる書類等を、動力装置工

事が完了した場合にあつては第３号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。

�～� 省略

（増掘・動力装置許可申請書）

第７条 省令第６条第１項に規定する申請書は、増掘・動力装置許

可申請書（様式第６号）とする。

２ 省略

（標札の掲示）

第８条 法第３条第１項の規定により掘削の許可を受けた者及び法

第１１条第１項の規定により増掘又は動力装置の許可を受けた者

（以下「掘削等の許可を受けた者」という。）は、当該許可の日

から１０日以内に、当該許可地点に次に掲げる事項を記載した標札

を掲示しなければならない。

�～� 省略

（工事着手届出書の提出）

第９条 掘削等の許可を受けた者は、工事に着手しようとするとき

は、工事の着手前７日までに土地掘削・増掘・動力装置工事着手

届出書（様式第７号）を知事に提出しなければならない。

（工事状況届出書の提出）

第１０条 掘削等の許可を受けた者は、掘削工事又は増掘工事が完了

予定期日までに終了しなかつた場合は、以後、当該工事が終了す

るまで１箇月ごとに、土地掘削・増掘工事状況届出書（様式第８

号）を知事に提出しなければならない。

（掘削等の影響）

第１１条 省略

（しゆんせつ届出書の提出）

第１２条 温泉のゆう出路をしゆんせつしようとする者は、工事の着

手前７日までにしゆんせつ届出書（様式第９号）を知事に提出し

（土地掘削許可申請書）

第２条 省令第１条第１項に規定する申請書は、土地掘削許可申請

書（様式第１号）とし、同条第２項に掲げるもののほか、次に掲

げる書類等を添付しなければならない。

� 省略

� 掘削地点を明記した位置図及び縮尺１万分の１の地図（掘削

地点から半径１，０００メートル以内の地域に温泉のゆう出地があ

る場合は、当該地図に当該ゆう出地を明記し、当該掘削地点と

の距離を記載すること。）

�・� 省略

第３条 省略

（工事完了・廃止届出書）

第４条 省令第３条に規定する届出書は、土地掘削・増掘・動力装

置工事完了・廃止届出書（様式第３号）とし、掘削工事又は増掘

工事が完了した場合にあつては次に掲げる書類等を、動力装置工

事が完了した場合にあつては第３号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。

�～� 省略

（増掘・動力装置許可申請書）

第５条 省令第４条第１項に規定する申請書は、増掘・動力装置許

可申請書（様式第４号）とする。

２ 省略

（標札の掲示）

第６条 法第３条第１項の規定により掘削の許可を受けた者及び法

第９条第１項の規定により増掘又は動力装置の許可を受けた者

（以下「掘削等の許可を受けた者」という。）は、当該許可の日

から１０日以内に、当該許可地点に次に掲げる事項を記載した標札

を掲示しなければならない。

�～� 省略

（工事着手届出書の提出）

第７条 掘削等の許可を受けた者は、工事に着手しようとするとき

は、工事の着手前７日までに土地掘削・増掘・動力装置工事着手

届出書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。

（工事状況届出書の提出）

第８条 掘削等の許可を受けた者は、掘削工事又は増掘工事が完了

予定期日までに終了しなかつた場合は、以後、当該工事が終了す

るまで１箇月ごとに、土地掘削・増掘工事状況届出書（様式第６

号）を知事に提出しなければならない。

（掘削等の影響）

第９条 省略

（しゆんせつ届出書の提出）

第１０条 温泉のゆう出路をしゆんせつしようとする者は、工事の着

手前７日までにしゆんせつ届出書（様式第７号）を知事に提出し
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なければならない。

（温泉利用許可申請書）

第１３条 省令第７条第１項に規定する申請書は、温泉利用許可申請

書（様式第１０号）とし、同条第２項に掲げるもののほか、次に掲

げる書類等を添付しなければならない。

�～� 省略

（温泉利用許可を受けた法人の合併・分割承認申請書）

第１４条 省令第８条第１項に規定する申請書は、温泉利用許可を受

けた法人の合併・分割承認申請書（様式第１１号）とする。

（温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書）

第１５条 省令第９条第１項に規定する申請書は、温泉利用許可を受

けた者の相続承認申請書（様式第１２号）とする。

（温泉成分等掲示届出書）

第１６条 省令第１１条に規定する届出書は、温泉成分等掲示届出書（様

式第１３号）とする。

（温泉利用廃止届出書の提出）

第１７条 法第１５条第１項の規定により許可を受けた者は、当該温泉

を公共の浴用又は飲用に供しなくなつたときは、速やかに温泉利

用廃止届出書（様式第１４号）を知事に提出しなければならない。

（温泉成分分析機関登録申請書）

第１８条 法第１９条第２項に規定する申請書は、温泉成分分析機関登

録申請書（様式第１５号）とする。

（温泉成分分析機関申請事項変更届出書）

第１９条 省令第１５条に規定する届出書は、温泉成分分析機関申請事

項変更届出書（様式第１６号）とする。

（温泉成分分析業務廃止届出書）

第２０条 省令第１６条に規定する届出書は、温泉成分分析業務廃止届

出書（様式第１７号）とする。

（温泉採取権取得届出書の提出）

第２１条 譲渡、相続等により温泉源から温泉を採取する権利を取得

した者は、取得後２０日以内に温泉採取権取得届出書（様式第１８号）

に当該権利を取得したことを証する書類を添付して知事に提出し

なければならない。

（氏名等変更届出書の提出）

第２２条 掘削等の許可を受けた者、温泉源から温泉を採取する者又

は法第１５条第１項の規定により許可を受けた者は、その氏名又は

住所（法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地）を

変更したときは、１０日以内に氏名等変更届出書（様式第１９号）を

知事に提出しなければならない。

（申請書等の経由）

第２３条 法、省令又はこの規則により知事に提出する申請書、届出

書及び書面（以下「申請書等」という。）は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に掲げる保健所長を経由しなければならな

い。

�・� 省略

� 氏名等変更届出書 掘削等の許可を受けた者にあつては行為

地を、温泉源から温泉を採取する者にあ

つては採取に係る温泉の所在地を、法第

１５条第１項の規定により許可を受けた者

にあつては温泉利用施設の所在地を管轄

する保健所長

� 省略

（現地調査）

なければならない。

（温泉利用許可申請書）

第１１条 省令第５条第１項に規定する申請書は、温泉利用許可申請

書（様式第８号）とし、同条第２項に掲げるもののほか、次に掲

げる書類等を添付しなければならない。

�～� 省略

（温泉成分等掲示届出書）

第１２条 省令第７条に規定する届出書は、温泉成分等掲示届出書（様

式第９号）とする。

（温泉利用廃止届出書の提出）

第１３条 法第１３条第１項の規定により許可を受けた者は、当該温泉

を公共の浴用又は飲用に供しなくなつたときは、速やかに温泉利

用廃止届出書（様式第１０号）を知事に提出しなければならない。

（温泉成分分析機関登録申請書）

第１４条 法第１５条第２項に規定する申請書は、温泉成分分析機関登

録申請書（様式第１１号）とする。

（温泉成分分析機関申請事項変更届出書）

第１５条 省令第１１条に規定する届出書は、温泉成分分析機関申請事

項変更届出書（様式第１２号）とする。

（温泉成分分析業務廃止届出書）

第１６条 省令第１２条に規定する届出書は、温泉成分分析業務廃止届

出書（様式第１３号）とする。

（温泉採取権取得届出書の提出）

第１７条 譲渡、相続等により温泉源から温泉を採取する権利を取得

した者は、取得後２０日以内に温泉採取権取得届出書（様式第１４号）

に当該権利を取得したことを証する書類を添付して知事に提出し

なければならない。

（氏名等変更届出書の提出）

第１８条 掘削等の許可を受けた者、温泉源から温泉を採取する者又

は法第１３条第１項の規定により許可を受けた者は、その氏名又は

住所（法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地）を

変更したときは、１０日以内に氏名等変更届出書（様式第１５号）を

知事に提出しなければならない。

（申請書等の経由）

第１９条 法、省令又はこの規則により知事に提出する申請書、届出

書及び書面（以下「申請書等」という。）は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に掲げる保健所長を経由しなければならな

い。

�・� 省略

� 氏名等変更届出書 掘削等の許可を受けた者にあつては行為

地を、温泉源から温泉を採取する者にあ

つては採取に係る温泉の所在地を、法第

１３条第１項の規定により許可を受けた者

にあつては温泉利用施設の所在地を管轄

する保健所長

� 省略

（現地調査）
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第２４条 知事は、法第３条第１項、第１１条第１項及び第１５条第１項

の許可並びに法第１９条第１項の登録の申請があつたときは、速や

かに当該申請に係る現地調査を行うものとする。

様式第１号（第２条関係） 土地掘削許可申請書

第２０条 知事は、法第３条第１項、第９条第１項及び第１３条第１項

の許可並びに法第１５条第１項の登録の申請があつたときは、速や

かに当該申請に係る現地調査を行うものとする。

様式第１号（第２条関係） 土地掘削許可申請書

省略 省略

注 １ 次に掲げる書類等を添付すること。

� 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近

の見取図

�～� 省略

� 縮尺１万分の１の地

図（掘削地点から半径１，０００メートル以内の地域に温泉

のゆう出地がある場合は、当該地図に当該ゆう出地を

明記し、当該掘削地点との距離を記載すること。）

� 省略

� �から�までに掲げるもののほか、温泉法第４条第１

項第１号及び第２号に掲げる基準によつて当該申請を

審査するために知事が必要と認める書類

２ 省略

様式第５号（第６条関係） 省略

様式第６号（第７条関係） 増掘・動力装置許可申請書

注 １ 次に掲げる書類等を添付すること。

� 掘削しようとする土地の 付近

の見取図

�～� 省略

� 掘削地点を明記した位置図及び縮尺１万分の１の地

図（掘削地点から半径１，０００メートル以内の地域に温泉

のゆう出地がある場合は、当該地図に当該ゆう出地を

明記し、当該掘削地点との距離を記載すること。）

� 省略

� その他知事が必要と認めた書類等

２ 省略

様式第３号（第４条関係） 省略

様式第４号（第５条関係） 増掘・動力装置許可申請書

省略 省略

注 １ 省略

２ 次に掲げる書類等を添付すること。

� 増掘又は動力装置をしようとする地点を明示した図

面及びその付近の見取図

�・� 省略

� 縮

尺１万分の１の地図（掘削地点から半径１，０００メートル

以内の地域に温泉のゆう出地がある場合は、当該地図

に当該ゆう出地を明記し、当該掘削地点との距離を記

載すること。）

� 省略

� �から�までに掲げるもののほか、温泉法第４条第１

項第１号及び第２号に掲げる基準によつて当該申請を

審査するために知事が必要と認める書類

３ 省略

様式第７号（第９条関係） 省略

様式第８号（第１０条関係） 省略

様式第９号（第１２条関係） 省略

様式第１０号（第１３条関係） 温泉利用許可申請書

注 １ 省略

２ 次に掲げる書類等を添付すること。

� 増掘又は動力装置をしようとする場所の

付近の見取図

�・� 省略

� 増掘地点又は動力装置地点を明記した位置図及び縮

尺１万分の１の地図（掘削地点から半径１，０００メートル

以内の地域に温泉のゆう出地がある場合は、当該地図

に当該ゆう出地を明記し、当該掘削地点との距離を記

載すること。）

� 省略

� その他知事が必要と認めた書類等

３ 省略

様式第５号（第７条関係） 省略

様式第６号（第８条関係） 省略

様式第７号（第１０条関係） 省略

様式第８号（第１１条関係） 温泉利用許可申請書

省略 省略

注 １ 次に掲げる書類等を添付すること。

� 飲用の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌

群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載し

た書類

� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１５条第２項各号に

該当しない者であることを誓約する書面

� 省略

� 省略

� �から�までに掲げるもののほか、温泉法第１５条第３

項に規定する基準によつて当該申請を審査するために

注 １ 次に掲げる書類等を添付すること。

� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１３条第２項各号に

該当しない者であることを誓約する書面

� 省略

� 省略

� その他知事が必要と認めた書類等

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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知事が必要と認める書類

２ 省略

様式第１３号（第１６条、第２３条関係） 省略

様式第１４号（第１７条関係） 省略

様式第１５号（第１８条関係） 温泉成分分析機関登録申請書

２ 省略

様式第９号（第１２条、第１９条関係） 省略

様式第１０号（第１３条関係） 省略

様式第１１号（第１４条関係） 温泉成分分析機関登録申請書

省略 省略

注１ 次に掲げる書類等を添付すること。

�～� 省略

� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１９条第４項各号に該当

しない者であることを誓約する書面

２ 省略

様式第１６号（第１９条関係） 省略

様式第１７号（第２０条関係） 省略

様式第１８号（第２１条、第２３条関係） 省略

様式第１９号（第２２条、第２３条関係） 省略

注１ 次に掲げる書類等を添付すること。

�～� 省略

� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１５条第４項各号に該当

しない者であることを誓約する書面

２ 省略

様式第１２号（第１５条関係） 省略

様式第１３号（第１６条関係） 省略

様式第１４号（第１７条、第１９条関係） 省略

様式第１５号（第１８条、第１９条関係） 省略

省略 省略

掘削等の許可を受けた者、温泉源から温泉

を採取する者又は温泉法（昭和２３年法律第

１２５号）第１５条第１項の規定により許可を受

けた者の別

掘削等の許可を受けた者、温泉源から温泉

を採取する者又は温泉法（昭和２３年法律第

１２５号）第１３条第１項の規定により許可を受

けた者の別

注 省略 注 省略

第２条 温泉法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第２号の次に次の２様式を加える。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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様式第３号（第４条関係） 土地掘削・増掘・動力装置許可を受けた法人の合併・分割承認申請書

土地掘削・増掘・動力装置許可を受けた法人の合併・分割承認申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

申請者
名称、所在地及

�
び代表者の氏名

合併により消滅する法人
又は分割前の法人

名 称

主たる事務所
の 所 在 地

代表者の氏名

合併後存続する法人若し
くは合併により設立され
る法人又は分割により掘
削等の事業を承継する法
人

名 称

主たる事務所
の 所 在 地

代表者の氏名

掘削、増掘又は動力装置
の許可の別 掘削・増掘・動力装置

掘削、増掘又は動力装置
の許可年月日及び許可番
号

年 月 日 愛媛県指令 第 号

工 事 の 場 所
所在及び地番

地 目

合 併 又 は 分 割 の
予 定 年 月 日 年 月 日

注１ 不要の文字は、消すこと。
２ 次に掲げる書類等を添付すること。
� 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第４条第１項第３号から第５号までに該当しな
い者であることを誓約する書面

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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様式第４号（第５条関係） 土地掘削・増掘・動力装置許可を受けた者の相続承認申請書

土地掘削・増掘・動力装置許可を受けた者の相続承認申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

申請者
氏名、住所及び被

�
相続人との続柄

被相続人の氏名及び住所

掘削、増掘又は動力装置
の許可の別

掘削・増掘・動力装置

掘削、増掘又は動力装置
の許可年月日及び許可番
号

年 月 日 愛媛県指令 第 号

工 事 の 場 所

所在及び地番

地 目

相 続 開 始 の 日 年 月 日

注１ 不要の文字は、消すこと。
２ 次に掲げる書類等を添付すること。
� 戸籍謄本
� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継
すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第４条第１項第３号から第５号までに該当しな
い者であることを誓約する書面

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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様式第１０号の次に次の２様式を加える。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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様式第１１号（第１４条関係） 温泉利用許可を受けた法人の合併・分割承認申請書

温泉利用許可を受けた法人の合併・分割承認申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

申請者
名称、所在地及

�
び代表者の氏名

合併により消滅する法人
又は分割前の法人

名 称

主たる事務所
の 所 在 地

代表者の氏名

合併後存続する法人若し
くは合併により設立され
る法人又は分割により温
泉を公共の浴用又は飲用
に供する事業を承継する
法人

名 称

主たる事務所
の 所 在 地

代表者の氏名

温泉利用の許可年月日及
び許可番号 年 月 日 愛媛県指令 第 号

浴用又は飲用に供する施
設

場 所

名 称

合 併 又 は 分 割 の
予 定 年 月 日 年 月 日

注１ 不要の文字は、消すこと。
２ 次に掲げる書類等を添付すること。
� 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１５条第２項各号に該当しない者であることを
誓約する書面

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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様式第１２号（第１５条関係） 温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書

温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

申請者
氏名、住所及び被

�
相続人との続柄

被相続人の氏名及び住所

温泉利用の許可年月日及

び許可番号
年 月 日 愛媛県指令 第 号

施 設 の 場 所 及 び 名 称

場 所

名 称

相 続 開 始 の 日 年 月 日

注１ 次に掲げる書類等を添付すること。
� 戸籍謄本
� 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又
は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員
の同意書
� 温泉法（昭和２３年法律第１２５号）第１５条第２項各号に該当しない者であることを
誓約する書面

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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告 示

（愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正）

第３条 愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 特例条例別表

８の項第４号に

規定する温泉法

（昭和２３年法律

第１２５号）の施行

のための規則に

基づく事務であ

って規則で定め

るもの

温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則

第２８号。以下この項において「規則」と

いう。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

� 規則第９条の規定に基づく工事着手

の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

�及び� 削除

� 規則第１０条の規定に基づく工事状況

の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

� 規則第１１条の規定に基づく温泉法第

４条第１項第１号又は第２号に規定す

る事由があることを知った旨の報告の

受付及び当該報告に係る報告書の知事

への送付に関する事務

� 規則第１２条の規定に基づくしゅんせ

つの届出の受付及び当該届出に係る届

出書の知事への送付に関する事務

� 規則第２１条の規定に基づく温泉採取

権取得の届出の受付及び当該届出に係

る届出書の知事への送付に関する事務

� 規則第２２条の規定に基づく氏名等の

変更の届出（掘削等の許可を受けた者

及び温泉源から温泉を採取する者が行

うものに限る。）の受付及び当該届出

に係る届出書の知事への送付に関する

事務

	 規則第２４条の規定に基づく現地調査

（温泉法第３条第１項及び第１１条第１

項の許可の申請並びに同法第１９条第１

項の登録の申請に係るものに限る。）

に関する事務

４ 特例条例別表

８の項第４号に

規定する温泉法

（昭和２３年法律

第１２５号）の施行

のための規則に

基づく事務であ

って規則で定め

るもの

温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則

第２８号。以下この項において「規則」と

いう。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

� 規則第７条の規定に基づく工事着手

の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

�及び� 削除

� 規則第８条の規定に基づく工事状況

の届出の受付及び当該届出に係る届出

書の知事への送付に関する事務

� 規則第９条の規定に基づく温泉法第

４条第１項第１号又は第２号に規定す

る事由があることを知った旨の報告の

受付及び当該報告に係る報告書の知事

への送付に関する事務

� 規則第１０条の規定に基づくしゅんせ

つの届出の受付及び当該届出に係る届

出書の知事への送付に関する事務

� 規則第１７条の規定に基づく温泉採取

権取得の届出の受付及び当該届出に係

る届出書の知事への送付に関する事務

� 規則第１８条の規定に基づく氏名等の

変更の届出（掘削等の許可を受けた者

及び温泉源から温泉を採取する者が行

うものに限る。）の受付及び当該届出

に係る届出書の知事への送付に関する

事務

	 規則第２０条の規定に基づく現地調査

（温泉法第３条第１項及び第９条第１

項の許可の申請並びに同法第１５条第１

項の登録の申請に係るものに限る。）

に関する事務

４の２～２０ 省略 ４の２～２０ 省略

附 則

この規則は、平成１９年１０月２０日から施行する。

�愛媛県告示第１５９７号
次のとおり落札者を決定した。

平成１９年１０月１９日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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�������
�愛媛県告示第１５９８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び大洲市役

所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

パナソニック四国エレクトロニクス株式会社

東温市南方２１３１番地１

取締役社長 千葉 富泰

２ 事業場の名称及び所在地

パナソニック四国エレクトロニクス株式会社大洲地区

大洲市東大洲１２２０番地の１

３ 特定施設に関する事項

� ＣＭＰ装置�０１、�０２

� ＣＭＰ装置�０３

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

高品質アコヤガイ系統保存機器
１式

愛媛県総務部管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１９年９月２７日
株式会社愛媛洋行
愛媛県松山市平井町甲
１２４３番地３

４０，７４０，０００円 一般競争入札 平成１９年８月１０日

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６５号 酸又はアルカリによる表面処
理施設（２基）

特 定 施 設 の 能 力 １基１日当たり１枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１０日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．５

最大 ９．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９１０

最大 ９１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０２

最大 ０．１

備考 汚水は産業廃棄物処理業者に委託処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６５号 酸又はアルカリに
よる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約１０日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．５

最大 ９．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９１０

最大 ９１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０１

最大 ０．０５

備考 汚水は産業廃棄物処理業者に委託処理する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．８

最大 １４．１

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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� �２排水口

� �３排水口

�愛媛県告示第１５９９号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存

続期間を更新する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１．７

最大 １８．８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．３

最大 １３．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．５
最大 ２．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４４５．３

最大 ５０７．６

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２６

最大 ２２６

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～７．８

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１６

最大 １１６

名 称 区 域 存続期間
保護に関す
る指針

冨士山

鳥獣保

護区

大洲市大洲の国道５６号の肱川

橋南端を起点とし、ここから同

国道をほぼ北に進み、市道内山

線との交点に至る。ここから同

市道をほぼ東に進み、市道榎峠

線との交点に至る。ここから同

市道を南ないし北東に進み、榎

峠を経て、更に同市道を南東な

いし南に進み、国道１９７号に出

る。ここから同国道を西に進み、

宮が瀬川に出て、同川左岸を下

流に進み、肱川との合流点に至

る。ここから同川を渡り、同市

菅田町大竹字川原乙８８６番１北

端に至る。ここから同川左岸を

下流に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

平成１９年

１１月１日

から平成

２９年１０月

３１日まで

当該地域

は、冨士山

を 中 心 と

し、山頂付

近は公園と

してツツジ

が 植 栽 さ

れ、その周

辺は針葉樹

と広葉樹が

混在する林

相の変化に

富む森林を

有し、多様

な鳥獣の生

息地となっ

ていること

から、鳥獣

保護区に指

定し、当該

地域に生息

する鳥獣の

保 護 を 図

る。また、

定期的に巡

視 を 実 施

し、静謐な

環境の保持

を図り、鳥

獣の安定的

な生息に著

しい影響を

及ぼすこと

のないよう

留意する。

松山城

鳥獣保

護区

松山市丸之内及び堀之内の区

域一円

同 上 当該地域

は、松山城

が位置する

勝山を中心

とし、その

周辺の森林

は針葉樹と

広葉樹が混

在する良好

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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な鳥獣の生

息環境であ

り、地元住

民等にとっ

ては身近な

自然とのふ

れあいの場

となってい

る こ と か

ら、鳥獣保

護区に指定

し、当該地

域に生息す

る鳥獣の保

護を図る。

また、定期

的に巡視を

実施し、静

謐な環境の

保 持 を 図

り、鳥獣の

安定的な生

息に著しい

影響を及ぼ

すことのな

いよう留意

するととも

に、自然と

のふれあい

の場、鳥獣

の観察や保

護活動を通

じた環境教

育の場とし

ての活用を

図る。

永木鳥

獣保護

区

伊予市中山町中山の県道串中

山線の重藤峠を起点とし、ここ

から同県道をほぼ南西に進み、

市道永木梅原線との交点に至り、

ここから同市道をほぼ南ないし

南東に進み、県道石畳中山線に

出て、同県道をほぼ西に進み、

県道永木内子線との交点に至る。

ここから同県道をほぼ南に進み、

市道福住集会所線との交点に至

り、ここから同市道をほぼ西に

進み、市道永木坂本線との交点

に至る。ここから同市道をほぼ

北西に進み、県道串中山線に出

て、同県道を北ないしほぼ北東

に進み、林道柿ノ木谷線との交

点に至り、ここから同林道をほ

同 上 当該地域

は、小学校

を中心に集

落が形成さ

れ、多くの

農耕地と針

葉樹と広葉

樹が混在す

る良好な鳥

獣の生息環

境であり、

地元住民に

とっては身

近な自然と

のふれあい

の場となっ

ていること

ぼ東ないし北に進み、重藤峠に

通じる山道との交点に至る。こ

こから同山道をほぼ東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

から、鳥獣

保護区に指

定し、当該

地域に生息

する鳥獣の

保 護 を 図

る。また、

定期的に巡

視 を 実 施

し、静謐な

環境の保持

を図り、鳥

獣の安定的

な生息に著

しい影響を

及ぼすこと

のないよう

留意すると

ともに、自

然とのふれ

あいの場、

鳥獣の観察

や保護活動

を通じた環

境教育の場

としての活

用を図る。

笛ヶ滝

鳥獣保

護区

上浮穴郡久万高原町久万の国

道３３号と町道旭ヶ丘線との交点

を起点とし、ここから同国道を

南に進み、猪谷川に出て、同川

左岸を上流に進み、野尻池の放

水口に至る。ここから同池の西

岸を北西に進み、用水路に出て、

同用水路を北西に進み、峠の池

の堤防南端に至り、ここから同

池の南岸を西に進み、同池の西

端に至り、ここから同池の北岸

を東に進み、同池の堤防北端で

歩道に出て、同歩道を北東に進

み、峠を経て、更に同歩道を垂

ヶ谷に沿って北東に進み、町道

ひわ田線に出る。ここから同町

道を東ないし北西に進み、同町

道並びにこれに続く町道クリノ

キサコ団地線及び町道旭ヶ丘線

を東に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上 当該地域

は、笛ヶ滝

公園と点在

する公有水

面があり、

多くの人工

林では適切

な管理がな

され、鳥獣

の良好な生

息環境とな

っており、

地元住民に

とっては身

近な自然と

のふれあい

の場となっ

ていること

から、鳥獣

保護区に指

定し、当該

地域に生息

する鳥獣の

保 護 を 図

る。また、

定期的に巡

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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�愛媛県告示第１６００号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指定する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ともに、自

然とのふれ

あいの場、

鳥獣の観察

や保護活動

を通じた環

境教育の場

としての活

用を図る。

名 称 区 域 存続期間

豊受山休

猟区

四国中央市寒川町の四国縦貫自動車

道と長谷川左岸との交点を起点とし、

ここから同川左岸を上流に進み、長瀬

橋西端で林道観音谷線との交点に至

る。ここから同林道をほぼ南東に進み、

同林道終点に至り、ここから市道法皇

線に通じる同市管理の作業道をほぼ南

東に進み、同市道に出て、同市道をほ
りょう

ぼ東に進み、法皇山脈の稜線に至る。
りょう

ここから同稜線をほぼ西に進み、鋸山

三角点（１，０１７．４メートル）及び標高
りょう

点（１，１４５．２メートル）を経て、同稜

線上の歩道に出て、同歩道を西に進み、

豊受山で国有林と民有林との境界に至

り、ここから同境界をほぼ西に約５００

メートル進み、大地川に通じる歩道に

出る。ここから同歩道をほぼ北西に進

み、同川に出て、同川右岸を下流に進

み、同自動車道との交点に至る。ここ

から同自動車道を東に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

佐々連休

猟区

四国中央市金砂町小川山の三島嶺南

鳥獣保護区界と市道薬師線との交点を

起点とし、ここから同市道をほぼ南東

に進み、薬師峠を経て、更に同市道を

ほぼ南東に進み、市道金砂中之川線と

の交点に至る。ここから同市道をほぼ

南に進み、同市道終点に至り、ここか

ら林道中之川線をほぼ南に進み、同林

道終点に至る。ここから中川峠に通じ

る山道をほぼ南に進み、同峠で愛媛県

と高知県との境界に至る。ここから同

境界を北西に進み、佐々連尾山三角点

（１，４０４．３メートル）を経て、更に同

同 上

視 を 実 施

し、静謐な

環境の保持

を図り、鳥

獣の安定的

な生息に著

しい影響を

及ぼすこと

のないよう

留意すると

ともに、自

然とのふれ

あいの場、

鳥獣の観察

や保護活動

を通じた環

境教育の場

としての活

用を図る。

小藪鳥

獣保護

区

大洲市肱川町宇和川の国道１

９７号と県道小田河辺大洲線との

交点である鹿野川大橋西端を起

点とし、ここから同国道を南に

進み、市道滝山発電所線との交
りょう

点に至る。ここから稜線を西に

進み、市道奥滝山師走野線に出

て、同市道をほぼ西に進み、市

道滝山奥小藪線との交点に至り、

ここから同市道を西に進み、遊

歩道（通称滝山奥小藪線）との

交点に至り、ここから同遊歩道

をほぼ西に進み、市道北平師走

野線に出て、同市道を西に進み、

同市道の支線との交点に至り、

ここから同支線をほぼ南西に進

み、農道との交点に至る。ここ

から同農道をほぼ北西に進み、

市道滝山奥小藪線に出て、同市

道をほぼ東に進み、今岡墓地前

で市道滝山丸渕線に通じる通学

路（通称滝山線）との交点に至

り、ここから同通学路をほぼ東

に進み、同市道に出て、同市道

を南ないし東に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

同 上 当該地域

は、小藪渓

谷を中心と

し、広葉樹

の自然林が

多く残る鳥

獣の良好な

生息環境と

な っ て お

り、地元住

民にとって

は身近な自

然とのふれ

あいの場と

なっている

ことから、

鳥獣保護区

に指定し、

当該地域に

生息する鳥

獣の保護を

図る。また、

定期的に巡

視 を 実 施

し、静謐な

環境の保持

を図り、鳥

獣の安定的

な生息に著

しい影響を

及ぼすこと

のないよう

留意すると
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との境界に至り、ここから同境界を南

西ないし西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

蔭地休猟

区

西条市藤之石の国道１９４号の八之子

谷橋東端を起点とし、ここから同国道

をほぼ東ないしほぼ南東に進み、加茂

川林道主谷支線との交点に至り、ここ

から同林道を南東に進み、同林道終点

で桂谷川に出る。ここから同川左岸を

上流に進み、民有林と国有林との境界

に至る。ここから同境界をほぼ西ない

しほぼ北に進み、林道扇山線を横断し、

更に同境界を北西に進み、八之子谷川

に出る。ここから同川右岸を下流に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

実報寺休

猟区

西条市実報寺の周桑今治地区広域農

道と北川との交点を起点とし、ここか

ら同川左岸を上流に進み、天川部落に

至る。ここから黒谷部落に通じる山道

をほぼ北西に進み、市道黒谷線に出て、

同市道をほぼ西に進み、市道浅地黒谷

線との交点に至る。ここから同市道を

東ないしほぼ北西に進み、同市と今治

市との境界に至り、ここから同境界を

ほぼ東に進み、竜門山三角点（４３８．９

メートル）及び椎ノ木越を経て、更に

同境界を東ないしほぼ北に進み、同農

道に出て、同農道をほぼ南東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

石鎚休猟

区

旧小松町と旧西条市との境界と加茂

川との交点を起点とし、ここから同境

界を南に進み、石鎚山系鳥獣保護区界

に至り、ここから同区界をほぼ西に進

み、石鎚林道に出る。ここから同林道

を高瀑橋に向かって進み、同橋で同川

に出て、同川左岸を下流に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

田滝休猟

区

西条市丹原町田滝の県道関屋今井線

の田滝橋西端を起点とし、ここから同

県道を南西に進み、県道寺尾重信線と

の交点に至り、ここから同県道及びこ

れに続く市道関屋山之内線をほぼ西に

進み、同市と東温市との境界に至る。

ここから同境界をほぼ北に進み、西条

市と東温市と今治市との境界の交点に

至る。ここから西条市と今治市との境

界をほぼ北東に進み、旧丹原町と旧玉

川町と旧東予市との境界の交点に至

り、ここから旧丹原町と旧東予市との

境界を南東に進み、三角点（１，０９５．２

メートル）を経て、更に同境界を北東

に進み、田滝川に通じる権現谷に至る。

同 上

境界を西に進み、大森山で国有林と民

有林との境界に至る。ここから同境界

をほぼ北ないし東に進み、上小川に出

て、同川右岸を下流に進み、同区界と

の交点に至り、ここから同区界をほぼ

北東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

船木休猟

区

新居浜市船木の国道１１号の国領大橋

東端を起点とし、ここから同国道を東

に進み、市道坂の下大久保線との交点

に至る。ここから同市道を南に進み、

市道角野関の戸線との交点に至り、こ

こから同市道を南西に進み、客谷橋で

客谷川に出て、同川右岸を上流に進み、

孝々谷川との合流点に至る。ここから
りょう

同川右岸を上流に進み、通称城ヶ尾稜

線に通じる山道との交点に至り、ここ

から同山道をほぼ南に進み、通称大多
りょう

羅稜線に通じる山道との交点に至り、

ここから同山道をほぼ南東に進み、下

兜山三角点（１，２３３．５メートル）で同

市と四国中央市との境界に至り、ここ

から同境界をほぼ南西に進み、上兜山

（１，５６１メートル）に至る。ここから

種子川に通じる山道をほぼ北西に進み、

魔戸の滝上部を経て、更に同山道をほ

ぼ北に進み、同川に出て、同川右岸を

下流に進み、亨徳橋東端で市道角野船

木線との交点に至る。ここから同市道

を西に進み、新田橋で国領川に出て、

同川右岸を下流に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

三ツ森山

休猟区

愛媛県と高知県との境界にある三ッ

森山三角点（１，４２９．５メートル）を起

点とし、ここから同境界を南西に進み、

平家平三角点（１，６９２．６メートル）を

経て、更に同境界を西に進み、冠山

（１，７３２メートル）を経て、更に同境

界を北西に進み、旧別子山村と同県と

旧新居浜市との境界の交点に至る。こ

こから旧別子山村と旧新居浜市との境

界を北東に進み、通称大阪屋敷越で住

友林業株式会社の私設作業道に出て、

同作業道をほぼ南ないしほぼ東に進み、

県道新居浜別子山線に出て、同県道を

南東に進み、中七番を経て、更に同県

道をほぼ北東に進み、別子ダム管理道

との交点に至り、ここから同管理道を

南に進み、別子ダムえん堤に至る。こ

こから銅山川右岸を下流に進み、葛籠

尾鳥獣保護区界に至り、ここから同区

界をほぼ南東に進み、愛媛県と高知県

同 上
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ここから同谷を南東に進み、同川に出

て、同川右岸を下流に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

朝倉上休

猟区

旧朝倉村と旧玉川町との境界と県道

東予玉川線との交点を起点とし、ここ

から同県道をほぼ南東ないしほぼ東に

進み、市道浅地黒谷線との交点に至る。

ここから同市道を南に進み、旧朝倉村

と旧東予市との境界に至り、ここから

同境界をほぼ南西に進み、旧朝倉村と

旧東予市と旧玉川町との境界の交点に

至る。ここから旧朝倉村と旧玉川町と

の境界をほぼ北に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

藤子休猟

区

今治市玉川町龍岡上の楢原山山頂

（１，０４１メートル）を起点とし、ここ
りょう

から稜線を南西に進み、市道木地奥山

線に出る。ここから同市道を北西に進

み、国道３１７号に出て、同国道を北西
りょう

に進み、楢原山に通じる稜線との交点
りょう

に至り、ここから同稜線を南東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

恵良山休

猟区

松山市浅海原の国道１９６号と県道粟

井浅海線との交点を起点とし、ここか

ら同県道をほぼ南ないしほぼ南西に進

み、市道米泉上難波線との交点に至り、

ここから同市道をほぼ西に進み、同国

道に出て、同国道を西ないし北西に進

み、市道石風呂大浦線との交点に至り、

ここから同市道をほぼ北に進み、再び

同国道に出て、同国道をほぼ北東に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中村休猟

区

松山市猿川の県道北条玉川線の落合

橋東端を起点とし、ここから同県道を

ほぼ東に進み、市道米之野高縄線との

交点に至り、ここから同市道をほぼ南

東に進み、市道大道谷線との交点に至

り、ここから同市道をほぼ北ないし東

に進み、立岩ダムを経て、更に同市道

をほぼ東に進み、温戸峠で松山市と今

治市との境界に至る。ここから同境界

をほぼ南に進み、旧北条市と旧松山市

と旧玉川町との境界の交点に至る。こ
りょう

こから高縄山鳥獣保護区に向かって稜

線をほぼ西に進み、標高点（８１３．０メ
りょう

ートル）を経て、更に稜線を西に進み、

同区界に至り、ここから同区界をほぼ

北西に進み、猿川川に出る。ここから

同川右岸を下流に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

五明休猟

区

旧松山市と旧北条市との境界と県道

湯山北条線との交点を起点とし、ここ

同 上

から同境界をほぼ北東に進み、幸次が

峠を経て、更に同境界をほぼ東に進み、

大月山三角点（９５３．１メートル）に至

る。ここから更に同境界を南東に進み、

松山市九川から同市上総町に通じる山

道に出る。ここから同山道をほぼ南西

に進み、市道五明１０号線に出て、同市

道をほぼ南東ないしほぼ南西に進み、

国道３１７号に出て、同国道をほぼ南西

に進み、奥道後鳥獣保護区界に至る。

ここから同区界を東ないしほぼ北西に

進み、ウツバリ峠を経て、更に同区界

をほぼ西に進み、同県道に出て、同県

道をほぼ西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

高浜休猟

区

松山市高浜町の県道松山港内宮線と

同町五丁目から太山寺に通じる山道と

の交点を起点とし、ここから同県道を

ほぼ北ないしほぼ南東に進み、市道和

気２２９号線との交点に至り、ここから

同市道をほぼ南東に進み、市道和気９５

号線との交点に至る。ここから同市道

を南に進み、市道和気９６号線との交点

に至り、ここから同市道を西ないし南

に進み、県道辰巳伊予和気停車場線に

出て、同県道を南西に進み、市道和気

１２１号線との交点に至る。ここから同

市道及びこれに続く同山道をほぼ西に

進み、起点に至る線に囲まれた区域の

うち、高浜特定猟具使用禁止区域の区

域を除いた区域

同 上

久谷休猟

区

松山市恵原町の県道久谷森松停車場

線と市道久谷４０号線との交点を起点と

し、ここから同県道を南東に進み、県

道三坂松山線との交点に至り、ここか

ら同県道をほぼ南東に進み、三坂峠に

通じる山道との交点に至り、ここから

同山道をほぼ南東に進み、同市と上浮

穴郡久万高原町との境界に至る。ここ

から同境界をほぼ南西に進み、同市と

同町と伊予郡砥部町との境界の交点に

至り、ここから同市と同町との境界を

ほぼ北に進み、同市道に出て、同市道

を東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

佐礼谷休

猟区

伊予市中山町佐礼谷の県道野中長沢

線と県道中山伊予線との交点を起点と

し、ここから同県道をほぼ北東に進み、

県道広田双海線との交点に至り、ここ

から同県道を北に進み、県道中山双海

線との交点に至り、ここから同県道を

北に進み、県道中山伊予線との交点に

同 上
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至り、ここから同県道をほぼ北東に進

み、旧中山町と旧伊予市との境界に至

る。ここから同境界をほぼ東に進み、

旧中山町と旧伊予市と旧砥部町との境

界の交点に至り、ここから旧中山町と

旧砥部町との境界をほぼ南東に進み、

県道中山砥部線に出る。ここから同県

道をほぼ南西に進み、県道広田双海線

との交点に至り、ここから同県道をほ

ぼ北西ないしほぼ南西に進み、林道敷

野線との交点に至り、ここから同林道

を南に進み、同林道の終点に至る。こ

こから林道ハダコ線に通じる農道をほ

ぼ南に進み、同林道との交点に至り、

ここから同林道を北ないし南西に進

み、林道大谷第２線との交点に至り、

ここから同林道を西ないし南に進み、

市道小池秦皇山線に出る。ここから同

市道をほぼ南東に進み、県道野中長沢

線との交点に至り、ここから同県道を

ほぼ南西ないしほぼ北西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

日南登休

猟区

伊予市中山町出淵の県道久万中山線
ずい

の大佐礼隧道と同市と伊予郡砥部町と

の境界との交点を起点とし、ここから

同境界をほぼ南西に進み、同市と同町

と喜多郡内子町との境界の交点に至

り、ここから同市と同町との境界をほ

ぼ南西ないし北西に進み、国道５６号に

出る。ここから同国道をほぼ北東に進

み、同県道との交点に至り、ここから

同県道をほぼ東に進み、馬木を経て、

更に同県道をほぼ南東に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

同 上

白潰休猟

区

東温市山之内の県道寺尾重信線と同

県道から福見寺に通じる通称作業道東

河原樋谷線との交点を起点とし、ここ

から同作業道をほぼ北に進み、同寺に

至る。ここから同市と松山市との境界

に通じる山道を西に進み、同境界に至

り、ここから同境界をほぼ北東に進み、

福見山及び明神ヶ森三角点（１，２１６．９

メートル）を経て、白潰で東温市と松

山市と今治市との境界の交点に至り、

ここから東温市と今治市との境界を東

に約２００メートル進み、陰地谷川に出

て、同川左岸を下流に進み、重信川と

の合流点に至る。ここから同川左岸を

下流に進み、吾味部落で大野谷川との

合流点に至り、ここから同川左岸を上

流に進み、大野谷橋で同県道との交点

に至り、ここから同県道をほぼ西に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

御岳山休

猟区

東温市下林の県道伊予川内線と県道

美川松山線との交点を起点とし、ここ

から同県道をほぼ南に進み、高智橋西

端で拝志川に出て、同川左岸を上流に

進み、皿ヶ峰三坂峠鳥獣保護区界に至

る。ここから同区界をほぼ南西ないし

ほぼ北西に進み、同市と松山市との境

界に至る。ここから同境界をほぼ北西

に進み、市道上村津吉線に出る。ここ

から同市道を東に進み、県道伊予川内

線に出て、同県道をほぼ東に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

松瀬川休

猟区

東温市松瀬川の県道湯谷口川内線の

新仏生川橋西端を起点とし、ここから

仏生川右岸を上流に進み、四国電力送

電線（重信線）下に至り、ここから同

送電線下を北西に進み、ヨソ山に通じ

る山道との交点に至り、ここから同山

道をほぼ北に進み、旧川内町と旧重信

町との境界で稔山に通じる山道との交

点に至る。ここから同山道をほぼ北東

に進み、四国電力送電線（北松山線）

下に至り、ここから林道松瀬川本谷線

に通じる山道を東ないしほぼ南に進

み、同林道に出る。ここから同林道を

ほぼ南に進み、同県道に出て、同県道

をほぼ南西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上

塩ヶ森休

猟区

東温市則之内の国道１１号と県道美川

川内線との交点を起点とし、ここから

同県道をほぼ南に進み、林道梅ヶ谷永

子線との交点に至り、ここから同林道

をほぼ南東に進み、旧川内町と旧久万

町との境界に至る。ここから同境界を

ほぼ西に進み、旧川内町と旧久万町と

旧重信町との境界の交点に至る。ここ

から旧川内町と旧重信町との境界をほ

ぼ北西に進み、表川に出る。ここから

同川左岸を上流に進み、川内橋で県道

松山川内線との交点に至り、ここから

同県道を南東に進み、同国道に出て、

同国道を東に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上

黒森峠休

猟区

東温市滑川の県道皿ヶ嶺公園滑川線

と市道伊之曽線との交点を起点とし、

ここから同県道をほぼ南に進み、市道

滑川海上２号線との交点に至り、ここ

から同市道を西ないし南に進み、滑川

渓谷駐車場に至る。ここから滑川渓谷

の遊歩道をほぼ南東に進み、同市と上

浮穴郡久万高原町との境界に至る。こ

こから同境界をほぼ西に進み、三角点

同 上
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（１０７３．５メートル）を経て、更に同境

界をほぼ南に進み、黒森峠で国道４９４

号に出る。ここから同国道を音田部落

に向かって進み、同部落で市道谷奥線

との交点に至る。ここから同市道を東

に進み、伊之曽部落に通じる山道との

交点に至り、ここから同山道をほぼ東

に進み、同部落で市道伊之曽線に出て、

同市道をほぼ北東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

立野休猟

区

伊予郡砥部町川登の国道３７９号と町

道千里口線との交点を起点とし、ここ

から同町道を南西に進み、町道弘法師

線との交点に至り、ここから同町道を

ほぼ東に進み、同町と松山市との境界

に至る。ここから同境界をほぼ南東に

進み、同町と同市と上浮穴郡久万高原

町との境界の交点に至り、ここから砥

部町と久万高原町との境界をほぼ南西

に進み、旧砥部町と旧広田村と旧久万

町との境界の交点に至り、ここから旧

砥部町と旧広田村との境界をほぼ西に
ずい

進み、上尾第３隧道で同国道に出て、

同国道をほぼ南に進み、県道広田双海

線との交点に至り、ここから同県道を

北西に進み、町道玉谷中野川線との交

点に至り、ここから同町道をほぼ南西

に進み、町道日ノ浦線との交点に至り、

ここから同町道を南東ないし北西に進

み、県道中野川総津線に出る。ここか

ら同県道をほぼ北西に進み、砥部町と

伊予市との境界に至り、ここから同境

界をほぼ北に進み、銚子ダム鳥獣保護

区界に至る。ここから同区界をほぼ東

に進み、同国道に出て、同国道を東な

いしほぼ北に進み、瀧見橋及び万年橋

を経て、更に同国道をほぼ東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

父野川休

猟区

上浮穴郡久万高原町露峰の県道久万

中山線と国道３８０号との交点を起点と

し、ここから同国道をほぼ南西に進み、

芋坂鳥獣保護区界に至る。ここから同

区界をほぼ南西に進み、同町と喜多郡

内子町との境界に至り、ここから同境

界をほぼ北に進み、久万高原町と内子

町と伊予郡砥部町との境界の交点に至

る。ここから久万高原町と砥部町との

境界をほぼ北に進み、サレガ峠で県道

上尾峠久万線に出て、同県道を東ない

し南に進み、町道宮成森田線との交点

に至る。ここから同町道を南に進み、

県道久万中山線に出て、同県道をほぼ

同 上

南東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

若山休猟

区

上浮穴郡久万高原町中組の県道西条

久万線と町道河ノ子線との交点を起点

とし、ここから同県道をほぼ北東に進

み、石鎚山系鳥獣保護区界に至り、こ

こから同区界をほぼ東ないし南東に進

み、愛媛県と高知県との境界に至る。

ここから同境界をほぼ南に進み、高台

越で林道川ノ子線に通じる山道に出

て、同山道を西に進み、同林道に出て、

同林道を西に進み、同町道に出て、同

町道をほぼ西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

御三戸休

猟区

上浮穴郡久万高原町日野浦の国道３３

号と県道美川川内線との交点を起点と

し、ここから同国道をほぼ北西に進み、

美川大橋北端で県道東川上黒岩線との

交点に至り、ここから同県道を北ない

し東に進み、県道西条久万線との交点

に至り、ここから同県道をほぼ東に進

み、国道４９４号に出る。ここから同国

道を南東に進み、県道美川川内線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ南

東ないし南西に進み、町道蓑川線との

交点に至り、ここから同町道をほぼ南

東に進み、農道置俵線との交点に至る。

ここから同農道をほぼ西ないしほぼ南

東に進み、町道木地線に出て、同町道

をほぼ東ないし南西に進み、同県道に

出て、同県道をほぼ南西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

菅行休猟

区

上浮穴郡久万高原町西谷の国道４４０

号と県道本川西谷線との交点を起点と

し、ここから同県道を西に進み、同町

と喜多郡内子町との境界に至り、ここ

から同境界をほぼ北東に進み、笠取山

三角点（１，５６２．０メートル）で国有林

と民有林との境界に至る。ここから同

境界を東に進み、茗荷谷川に出て、同

川右岸を下流に進み、木地橋西端で県

道柳谷美川線との交点に至り、ここか

ら同県道をほぼ南東に進み、同国道に

出て、同国道をほぼ南西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

豊谷休猟

区

喜多郡内子町小田の国道３８０号と県

道小田柳谷線との交点を起点とし、こ

こから同県道を東ないしほぼ南に進

み、町道用の山線との交点に至る。こ

こから同町道を西に進み、同町と大洲

市との境界に至り、ここから同境界を

北西ないしほぼ西に進み、県道小田河

同 上
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辺大洲線に出て、同県道をほぼ西ない

し北に進み、同国道に出る。ここから

同国道を東に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

今岡休猟

区

旧内子町と旧小田町との境界と国道

３７９号との交点を起点とし、ここから

同境界を南西ないし南東に進み、旧内

子町と旧小田町と旧河辺村との境界の

交点に至る。ここから旧内子町と旧河

辺村との境界をほぼ南西に進み、旧内

子町と旧河辺村と旧五十崎町との境界

の交点に至り、ここから旧内子町と旧

五十崎町との境界を北西に進み、県道

坊屋敷小田線に出る。ここから同県道

を東ないしほぼ北西に進み、県道池田

中山線との交点に至り、ここから同県

道をほぼ西ないしほぼ北に進み、同国

道に出る。ここから同国道を北東に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

寺村休猟

区

喜多郡内子町中田渡の国道３７９号と

町道中田渡桜原線との交点を起点と

し、ここから同町道を東に進み、桜原

部落で町道桜原植木線との交点に至

る。ここから同町道をほぼ南に進み、

植木部落で道徳部落に通じる通称植木

越え山道との交点に至り、ここから同

山道を南東に進み、同部落で国道３８０

号に出る。ここから同国道を南ないし

西に進み、国道３７９号との交点に至り、

ここから同国道を北東に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

同 上

蔵川長谷

休猟区

旧大洲市と旧肱川町との境界と国道

１９７号との交点を起点とし、ここから

同境界をほぼ南西に進み、旧大洲市と

旧肱川町と旧野村町との境界の交点に

至り、ここから旧大洲市と旧野村町と

の境界をほぼ西に進み、旧大洲市と旧

野村町と旧宇和町との境界の交点に至

り、ここから旧大洲市と旧宇和町との
ずい

境界を北西に進み、国道５６号の鳥坂隧

道との交点に至る。ここから同国道を

北東に進み、市道北只横野線との交点

に至り、ここから同市道を南東に進み、

市道梅川札掛線との交点に至り、ここ

から同市道をほぼ南東に進み、国道４

４１号に出て、同国道をほぼ東に進み、

市道蔵川梅川線との交点に至り、ここ

から同市道をほぼ東に進み、県道大洲

野村線に出て、同県道を北東に進み、

県道小田河辺大洲線との交点に至り、

ここから同県道をほぼ東に進み、国道

１９７号に出て、同国道を南東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

豊茂柴休

猟区

大洲市長浜町下須戒の県道長浜保内

線と県道長浜中村線との交点を起点と

し、ここから同県道を南東に進み、旧

大洲市と旧長浜町との境界に至る。こ

こから同境界を西ないし南西に進み、

金山出石寺鳥獣保護区界に至る。ここ

から同区界を北に進み、県道長浜保内

線に出て、同県道をほぼ西ないしほぼ

北東に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

瀬戸休猟

区

西宇和郡伊方町三机の八幡浜警察署

瀬戸駐在所前の県道三机港線と町道三

机八幡線との交点を起点とし、ここか

ら同県道を東ないし南に進み、町道宇

和海線との交点に至り、ここから同町

道を北西ないし東に進み、町道塩成港

線との交点に至り、ここから同町道を

ほぼ南に進み、海岸線に出る。ここか

らその海岸線をほぼ南に進み、大碆の

鼻を経て、更にその海岸線をほぼ南西

に進み、旧瀬戸町と旧三崎町との境界

に至る。ここから同境界をほぼ北に進

み、海岸線に出て、その海岸線を北西

ないし北東に進み、番匠鼻を経て、更

にその海岸線を南東ないしほぼ北東に

進み、押抜鼻、赤崎鼻及び谷の尻鼻を

経て、更にその海岸線を南東に進み、

須賀公園で町道三机八幡線との交点に

至る。ここから同町道を南西ないし南

東に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

譲葉休猟

区

西予市宇和町久保の県道鳥坂宇和線

と市道北只横野線との交点を起点と

し、ここから同市道をほぼ北東に進み、

同市と大洲市との境界に至る。ここか

ら同境界をほぼ東に進み、同市と西予

市宇和町と西予市野村町との境界の交

点に至り、ここから同市宇和町と同市

野村町との境界を南に進み、羽子の木

峠に至る。ここから瀬戸川に通じる谷

を西に進み、同川に出て、同川右岸を

下流に進み、同県道との交点に至る。

ここから同県道をほぼ北に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

鉢ヶ森休

猟区

西予市野村町野村の国道４４１号と市

道徳城荷刺１号線との交点を起点と

し、ここから同国道をほぼ南西に進み、

野村ダム周辺鳥獣保護区界を経て、更

に同国道を北ないし北西に進み、県道

高瀬松渓線との交点に至る。ここから

同県道をほぼ東に進み、県道大洲野村

線との交点に至る。ここから同県道を

同 上
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ほぼ南東に進み、市道荷刺徳城２号線

との交点に至り、ここから同市道を西

ないし南西に進み、市道徳城荷刺１号

線との交点に至る。ここから同市道を

南に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

田穂・男

河内休猟

区

西予市城川町魚成の国道１９７号と県

道野村城川線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ西に進み、国道

４４１号に出て、同国道をほぼ南に進み、

同市城川町と同市野村町との境界に至

る。ここから同境界をほぼ北東に進み、

国道１９７号に出て、同国道を南に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

法華津休

猟区

宇和島市と西予市との境界と海岸線

との交点である小大崎鼻を起点とし、

ここから同境界をほぼ北東に進み、野

福峠を経て、更に同境界をほぼ東に進

み、旧吉田町と旧宇和町と旧三間町と

の境界の交点に至る。ここから旧吉田

町と旧三間町との境界を南に進み、県

道西谷吉田線に出て、同県道をほぼ南

西に進み、県道河内立間停車場線との

交点に至り、ここから同県道を北ない

しほぼ西に進み、国道３７８号に出て、

同国道を西に進み、同県道との交点に

至り、ここから同県道をほぼ西に進み、

県道奥浦白浦線との交点に至り、ここ

から同県道を南西に進み、県道舟間伊

予吉田停車場線との交点に至る。ここ

から県道奥浦白浦線の延長線を南に進

み、海岸線に出る。ここからその海岸

線をほぼ南西に進み、大良鼻を経て、

更にその海岸線をほぼ北東に進み、カ

ギガ尻を経て、更にその海岸線を東に

進み、先新浜を経て、更にその海岸線

をほぼ西に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

三間休猟

区

旧三間町と旧宇和島市との境界と県

道広見三間宇和島線との交点を起点と

し、ここから同県道を北東に進み、県

道伊予宮ノ下停車場務田線との交点に

至り、ここから同県道を北に進み、県

道広見吉田線との交点に至り、ここか

ら同県道を西に進み、市道黒井地本線

との交点に至る。ここから同市道を北

に進み、市道西谷線との交点に至り、

ここから同市道を北に進み、市道木戸

前線との交点に至り、ここから同市道

を北西に進み、市道奥木戸前線との交

点に至り、ここから同市道を北に進み、

西予市野村町に通じる山道（通称板谷

同 上

越）との交点に至り、ここから同山道

をほぼ北東に進み、宇和島市と西予市

との境界に至る。ここから同境界を東

に進み、亥の子前部落に通じる山道に

出て、同山道を南西ないし南に進み、

同部落で市道山ノ神線に出る。ここか

ら同市道を南に進み、市道宮野下川之

内線との交点に至り、ここから同市道

をほぼ南に進み、市道川之内中野線と

の交点に至り、ここから同市道を南東

に進み、市道波岡中野線との交点に至

る。ここから同市道を南に進み、市道

波岡本線との交点に至り、ここから同

市道を南に進み、市道波岡中野線との

交点に至り、ここから同市道を南に進

み、同県道に出る。ここから同県道を

ほぼ南東に進み、宇和島市と北宇和郡

鬼北町との境界に至り、ここから同境

界をほぼ西ないし南に進み、旧三間町

と旧広見町と旧宇和島市との境界の交

点に至り、ここから旧三間町と旧宇和

島市との境界をほぼ北西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

畑地休猟

区

宇和島市と南宇和郡愛南町との境界

と県道宇和島城辺線との交点を起点と

し、ここから同境界をほぼ西ないし南

に進み、由良岬で海岸線に出て、その

海岸線をほぼ東ないしほぼ北に進み、

須下崎を経て、更にその海岸線をほぼ

東に進み、寺崎、仏崎及び松が鼻を経

て、更にその海岸線を浦知川河口に向

かって進み、同川河口に至り、ここか

ら同川左岸を上流に進み、国道５６号と

の交点に至る。ここから同国道をほぼ

北東に進み、県道御内下畑地線との交

点に至り、ここから同県道をほぼ南東

に進み、県道宇和島城辺線との交点に

至り、ここから同県道をほぼ南西に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

中浦高畑

休猟区

南宇和郡愛南町御荘平城の僧都川左

岸と旧御荘町と旧城辺町との境界との

交点を起点とし、ここから同境界を南

西ないし西に進み、旧御荘町と旧城辺

町と旧西海町との境界の交点に至り、

ここから旧御荘町と旧西海町との境界

をほぼ北西に進み、海岸線に出る。こ

こからその海岸線を東ないし北東に進

み、延命寺岬を経て、更にその海岸線

を南ないし東に進み、同川河口に至る。

ここから同川左岸を上流に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上
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�愛媛県告示第１６０１号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり特定鳥獣に関し、捕獲等

をすることができる区域を指定する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

区 域 存続期間
捕獲等をするこ
とができる特定
鳥獣の種類

四国中央市地内の豊受山休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

イノシシ

四国中央市地内の佐々連休

猟区の全域

同 上 同 上

四国中央市地内の折宇休猟

区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

四国中央市地内の上柏池之

尾休猟区の全域

同 上 同 上

四国中央市地内の下川休猟

区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

四国中央市地内の寒川山休

猟区の全域

同 上 同 上

四国中央市地内の塩塚山休

猟区の全域

同 上 同 上

新居浜市地内の船木休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

新居浜市地内の三ツ森山休

猟区の全域

同 上 同 上

新居浜市地内の蔭地休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

新居浜市地内の郷山阿島休

猟区の全域

同 上 同 上

新居浜市地内及び西条市地

内の金子山下島山休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の蔭地休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の実報寺休猟区

の全域

同 上 同 上

西条市地内の石鎚休猟区の

全域

同 上 同 上

西条市地内の田滝休猟区の

全域

同 上 同 上

西条市地内の高森休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の保井野休猟区

の全域

同 上 同 上

西条市地内の岡村休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

西条市地内の臼坂休猟区の

全域

同 上 同 上

今治市地内の朝倉上休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

今治市地内の藤子休猟区の

全域

同 上 同 上

今治市地内の龍岡上休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

今治市地内の大三島南休猟

区の全域

同 上 同 上

今治市地内の阿蘇休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

松山市地内の恵良山休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

松山市地内の中村休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の五明休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の高浜休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の久谷休猟区の

全域

同 上 同 上

松山市地内の中島本島北・

睦月島・野忽那島休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

伊予市地内の佐礼谷休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

同 上

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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２２年１０月３１日

まで

伊予市地内の日南登休猟区

の全域

同 上 同 上

伊予市地内の三秋休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

伊予市地内の串休猟区の全

域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

東温市地内の白潰休猟区の

全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

東温市地内の御岳山休猟区

の全域

同 上 同 上

東温市地内の松瀬川休猟区

の全域

同 上 同 上

東温市地内の塩ヶ森休猟区

の全域

同 上 同 上

東温市地内の黒森峠休猟区

の全域

同 上 同 上

東温市地内の阿歌古休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

伊予郡砥部町地内の立野休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

伊予郡砥部町地内の満穂休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

父野川休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

若山休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

御三戸休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

菅行休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

船山休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

馬酔谷休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

市口休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

上直瀬休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

相の峰休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

大川休猟区の全域

同 上 同 上

上浮穴郡久万高原町地内の

小黒川休猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の豊谷休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

喜多郡内子町地内の今岡休

猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の寺村休

猟区の全域

同 上 同 上

喜多郡内子町地内の上田渡

休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

喜多郡内子町地内の上川休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内及び喜多郡内子

町地内の神南山休猟区の全

域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の蔵川長谷休猟

区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の豊茂柴休猟区

の全域

同 上 同 上

大洲市地内の山鳥坂休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の高山寺休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

大洲市地内の大谷宇和川休

猟区の全域

同 上 同 上

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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�愛媛県告示第１６０２号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を

指定する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

八幡浜市地内の保内日土休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

八幡浜市地内及び西予市地

内の中津川三瓶休猟区の全

域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

西宇和郡伊方町地内の瀬戸

休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

西予市地内の譲葉休猟区の

全域

同 上 同 上

西予市地内の鉢ヶ森休猟区

の全域

同 上 同 上

西予市地内の田穂・男河内

休猟区の全域

同 上 同 上

西予市地内の田之浜休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

西予市地内の堂所山休猟区

の全域

同 上 同 上

西予市地内の大野ヶ原休猟

区の全域

同 上 同 上

西予市地内の高野子休猟区

の全域

同 上 同 上

西予市地内の岩木、中川休

猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

西予市地内の中筋、貝吹休

猟区の全域

同 上 同 上

西予市地内の土居休猟区の

全域

同 上 同 上

宇和島市地内の法華津休猟

区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

宇和島市地内の三間休猟区

の全域

同 上 同 上

宇和島市地内の畑地休猟区

の全域

同 上 同 上

宇和島市地内の御内休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

宇和島市地内の下灘休猟区

の全域

平成１９年１１月

１日から平成

同 上

２０年１０月３１日

まで

北宇和郡鬼北町地内の父野

川休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

北宇和郡松野町地内の蕨生、

奥野川休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

南宇和郡愛南町地内の中浦

高畑休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２２年１０月３１日

まで

同 上

南宇和郡愛南町地内の由良

休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２１年１０月３１日

まで

同 上

南宇和郡愛南町地内の西柳

休猟区の全域

同 上 同 上

南宇和郡愛南町地内の正木

休猟区の全域

平成１９年１１月

１日から平成

２０年１０月３１日

まで

同 上

名 称 区 域 存続期間
禁止に係る
特定猟具の
種類

八日市

特定猟

具使用

禁止区

域

四国中央市土居町津根の市道

津根干拓線と市道小富士長津線

との交点を起点とし、ここから

同市道を西に進み、桧川に出る。

ここから同川右岸を下流に進み、

古子川との合流点に至り、ここ

から同川右岸を下流に進み、藤

原橋東端で県道壬生川新居浜野

田線との交点に至る。ここから

同県道を東に進み、市道津根干

拓線との交点に至る。ここから

同市道を南に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

平成１９年

１１月１日

から平成

２９年１０月

３１日まで

銃器

下鴨部

特定猟

具使用

禁止区

今治市玉川町法界寺の新永代

橋中央を起点とし、ここから蒼

社川中央を北東に進み、旧玉川

町と旧今治市との境界に至る。

同 上 同 上

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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�愛媛県告示第１６０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６０４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

域 ここから同境界を北東ないし南

東に進み、岩清水八幡神社を経

て、更に同境界をほぼ南に進み、

林道鳥越線に出る。ここから同

林道を西に進み、市道八幡線に

出て、同市道を南に進み、市道

八幡犬塚線との交点に至る。こ

こから同市道を南西に進み、市

道池尻線との交点に至り、ここ

から同市道を西に進み、市道御

作礼１号線との交点に至る。こ

こから同市道をほぼ南に進み、

農免道路下鴨部線との交点に至

り、ここから同農免道路を西な

いし北西に進み、市道法界寺中

村線に出て、同市道を北西に進

み、起点に至る線に囲まれた区

域

志津川

特定猟

具使用

禁止区

域

東温市志津川の国道１１号と市

道志津川慈光寺線との交点を起

点とし、ここから同国道を南西

に進み、県道松山川内線との交

点に至り、ここから同県道を西

に進み、市道西岡２号線との交

点に至る。ここから同市道を北

ないし北東に進み、市道西岡１

号線との交点に至り、ここから

同市道及びこれに続く農道をほ

ぼ北に進み、市道志津川慈光寺

線に通じる農道との交点に至る。

ここから同農道をほぼ南に進み、

同市道に出て、同市道を南ない

し西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

同 上 同 上

由良野

特定猟

具使用

禁止区

域

上浮穴郡久万高原町二名乙７

７８番２、同町二名乙７８６番１、

同町二名乙７８６番２、同町二名

乙７８７番４、同町二名乙７８７番

５、同町二名乙７８７番６、同町

二名乙７８７番７、同町二名乙７

８７番８、同町二名乙７８７番９、

同 上 同 上

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ハッピー薬局松
前店

株式会社
ハッピーファー
マシー

伊予郡松前町筒井４００－
１

平成１９年
９月１日

おひさまファミ
リークリニック

医療法人
藤 野 医 院

伊予郡松前町大字筒井３９
９番地１

平成１９年
９月１日

い ち ご 薬 局
株式会社
一期一会医療介
護

八幡浜市１４５５番地２３ 平成１９年
９月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

入 江 接 骨 院 入 江 信 吉 宇和島市津島町高田丙３１
３

平成１９年
９月７日

同町二名乙７８７番１０、同町二名

乙７８７番１３、同町二名乙７８７番

１６、同町二名乙７８７番１７、同町

二名乙７８７番１８、同町二名乙７

８７番１９、同町二名乙７８７番２０、

同町二名乙７８８番２、同町二名

乙７９１番１、同町二名乙７９１番

２、同町二名乙７９１番３、同町

二名乙７９１番４、同町二名乙７

９１番６及び同町二名乙７９１番７

の通称由良野の森の区域一円

関地池

特定猟

具使用

禁止区

域

西予市宇和町信里の市道多田

地区３０号線と市道多田地区３１号

線に囲まれた区域

同 上 同 上

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

太田歯科医院 おおた歯科 太 田 光 今治市別宮町二丁目４－３ 平成１９年８月１日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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�愛媛県告示第１６０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ス ズ キ 薬 局 有限会社
スズキ化粧品

四国中央市三島宮川三丁
目７－２０

平成１８年
８月１日

仲 村 医 院 仲 村 洋 西予市三瓶町朝立１－２１
－１

平成１９年
７月２１日

ふじの内科・小
児科

医療法人
藤 野 医 院

伊予郡松前町大字浜４１７
番地

平成１９年
９月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

葦陽生名薬局 葦陽薬品株式会
社 越智郡上島町生名９８１ 平成１９年

７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社 松山市北条辻６１０番地１５ ベストケア・デイサービスセ
ンターしまなみ 今治市近見町一丁目３番３号 平成１９年８月１日

株式会社ほのぼの 今治市高市甲４６３番地 ほのぼの指定介護サービス 今治市高市甲４６３番地１ 平成１９年８月１５日

古 賀 健一郎 宇和島市野川甲１２８９ 古賀耳鼻咽喉科 宇和島市御幸町二丁目６番３
号 平成１９年８月１日

株式会社ベルワイド 八幡浜市字新町２７２番地１ おるｄｅ新町ヘルパーステー
ション 八幡浜市字新町２８１番地１ 平成１９年８月１０日

杉 森 英一郎 新居浜市江口町７－７ すぎもり歯科クリニック 新居浜市王子町３番３号 平成１９年８月１日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７ 軽費老人ホーム（ケアハウス）
砥部オレンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７ 平成１９年９月３日

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 デイサービスウィルケアひろ
せ 今治市喜田村六丁目４番２０号 平成１９年９月１日

社会福祉法人杉の子会 今治市南大門町三丁目５番地
３３ ヘルパーステイション廣寿苑 今治市南大門町三丁目５番地

３３ 平成１９年７月１日

有限会社いよ路サービス 今治市鯉池町一丁目１番２２号 いよ路 今治市鯉池町一丁目２番１０号 平成１９年８月１７日

株式会社ケアドリーミー 宇和島市丸穂町四丁目２番２４
号 訪問介護そよかぜ 宇和島市丸穂町四丁目２番２４

－３０５号 平成１９年９月１日

社会福祉法人正和会 宇和島市保田甲１９３２番地２ 社会福祉法人正和会グループ
ホームやすらぎ 宇和島市蛤９５番地３ 平成１９年９月１０日

株式会社新風会 大洲市徳森１４７７番地１ グループホーム秦皇 伊予市中山町中山丑５２３番１ 平成１９年９月３日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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�愛媛県告示第１６０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社舞花 今治市郷本町一丁目２番３６号 有限会社舞花 今治市河南町一丁目５番２７号 平成１９年４月２０日

社会福祉法人伊予市社会福祉
協議会 伊予市米湊７２３番地１ 伊予市社協双海居宅介護支援

事業所
伊予市双海町上灘甲５８２１番地
６ 平成１９年７月１日

有限会社ほほえみ 新居浜市船木字上長野甲５８１
－２ 居宅ほほえみ 新居浜市船木字上長野甲５８１

－２ 平成１９年９月６日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ 熟年コミュニティケアセンタ
ー 西条市氷見丙４７７番地 平成１９年９月７日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

砥部町 伊予郡砥部町宮内１３９２番地 砥部町デイサービスセンター 伊予郡砥部町総津３９８番地 平成１９年４月１日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 指定通所介護事業所デイサー
ビスセンター砥部オレンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７番地 平成１９年８月１５日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 指定短期入所生活介護事業所
砥部オレンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７番地 平成１９年８月１５日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 軽費老人ホーム（ケアハウス）
砥部オレンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７番地 平成１９年８月１５日

社会福祉法人広寿会 伊予郡砥部町総津４０５番地 短期入所生活介護事業所ひろ
た 伊予郡砥部町総津４０５番地 平成１９年４月１日

ベストケア株式会社 松山市北条辻６１０番地１５ ベストケア・デイサービスセ
ンターしまなみ 今治市近見町一丁目３番３号 平成１９年８月１日

株式会社ほのぼの 今治市高市甲４６３番地１ ほのぼの指定介護サービス 今治市高市甲４６３番地１ 平成１９年８月１５日

有限会社介護サービス菜の花 松山市石手４－４－７ 有限会社介護サービス菜の花 宇和島市新田町四丁目２－５
－３－１０６トヨタマンション 平成１９年８月１日

有限会社エンジェルハウス 宇和島市三間町成家８４５番地 グループホーム紙ふうせん 宇和島市三間町成家８４５番地 平成１９年８月６日

古 賀 健一郎 宇和島市野川甲１２８９ 古賀耳鼻咽喉科 宇和島市御幸町二丁目６番３
号 平成１９年８月１日

株式会社ベルワイド 八幡浜市字新町２７２番地１ おるｄｅ新町ヘルパーステー
ション 八幡浜市字新町２８１番地１ 平成１９年８月１０日

有限会社あさひ 西条市神拝乙３５番地５ デイサービスセンターあさひ 西条市神拝乙３５番地５ 平成１９年８月２１日

大 西 克 幸 伊予郡砥部町大南４５７番地１ 二光クリニック 伊予郡砥部町大南４５７番地１ 平成１９年８月２１日

有限会社しらさぎ 大洲市平野町野田２７５１番地２ ヘルパーステーションしらさ
ぎ宇和島事業所

宇和島市川内大黒田甲２０９６番
地４ 平成１９年８月２７日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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有限会社礎 宇和島市小浜２１０１番地５ ヘルパーつくし 宇和島市小浜２１０１番地５ 平成１９年８月２８日

社会福祉法人雄美会 宇和島市吉田町白浦３番地２ 指定短期入所生活介護事業所
白浦茜荘 宇和島市吉田町白浦３番地２ 平成１９年８月２９日

社会福祉法人雄美会 宇和島市吉田町白浦３番地２ デイサービスセンター白浦茜
荘 宇和島市吉田町白浦３番地２ 平成１９年８月２９日

社団法人宇和島医師会 宇和島市桜町１番５０号 宇和島医師会訪問看護ステー
ション 宇和島市桜町１番５０号 平成１９年８月２９日

だんだん介護サービス有限会
社 宇和島市伊吹町甲３８０番地１９ だんだん介護サービス有限会

社 宇和島市伊吹町甲３８０番地１９ 平成１９年８月２４日

有限会社ケアサポートのどか 宇和島市大超寺奥乙９０番地１１
号 訪問介護のどか 宇和島市大超寺奥乙９０番地１１

号 平成１９年８月２４日

有限会社訪問介護あじさい 宇和島市山際四丁目４番２８号 有限会社訪問介護あじさい 宇和島市山際四丁目４番２８号 平成１９年８月２４日

宇和島ハイヤー株式会社 宇和島市丸之内一丁目１番７
号 宇和島介護サービス 宇和島市丸之内一丁目１番７

号 平成１９年８月２４日

有限会社ライズ 宇和島市佐伯町一丁目１番１３
号 ヘルパーステーションこころ 宇和島市佐伯町一丁目１－１３ 平成１９年８月２４日

有限会社東予通信工業 新居浜市垣生三丁目１３番８号 ヘルパーステーションきらら 新居浜市垣生三丁目１３番８号 平成１９年８月２８日

有限会社山茶花 今治市阿方甲４２４番地の１ ほっと介護センターさざんか
新居浜 新居浜市沢津町一丁目４－１３ 平成１９年８月２７日

特定非営利活動法人ワーカー
ズ・コレクティブひと 新居浜市西喜光地町８番１号 デイサービスでんでんむし 新居浜市萩生７７９番地の２ 平成１９年８月２４日

有限会社ライフケア 新居浜市宮原町１２－２１ ライフケア 新居浜市宮原町１２－２１ 平成１９年８月２８日

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番９
号 新田診療所 新居浜市新田町１－９－９ 平成１９年８月３０日

社会福祉法人ふたば会 新居浜市船木９５９番地３ 指定訪問入浴介護事業所ふた
ば荘 新居浜市船木９５９番地３ 平成１９年８月２９日

社会福祉法人ふたば会 新居浜市船木９５９番地３ デイサービスセンターふたば
荘 新居浜市船木９５９番地３ 平成１９年８月２９日

社会福祉法人ふたば会 新居浜市船木９５９番地３ 指定短期入所生活介護事業所
ふたば荘 新居浜市船木９５９番地３ 平成１９年８月２９日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会訪問介

護事業所東大洲 大洲市東大洲２７０番地１ 平成１９年８月１日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会訪問入

浴介護事業所東大洲 大洲市東大洲２７０番地１ 平成１９年８月１日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会デイサ

ービスセンター東大洲 大洲市東大洲２７０番地１ 平成１９年８月１日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会デイサ

ービスセンター若宮 大洲市若宮６２５番地４ 平成１９年８月１日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会訪問介

護事業所長浜 大洲市長浜甲４８０番地の３ 平成１９年８月１日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会デイサ

ービスセンター長浜 大洲市柴甲１４０２番地３ 平成１９年８月１日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会訪問介

護事業所肱川 大洲市肱川町山鳥坂７２番地１ 平成１９年８月１日

特定非営利活動法人アクティ
ブボランティアセンター阿蔵
の森

大洲市阿蔵甲１９６１番地１ デイサービス阿蔵の森 大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 平成１９年８月１日

社会福祉法人友愛会 大洲市若宮５４８番地 指定短期入所生活介護事業所
希望ヶ丘荘

大洲市菅田町菅田丙４９５番地
の３４ 平成１９年８月１日

大洲喜多特別養護老人ホーム
事務組合 大洲市大洲８１０番地１ デイサービス施設かわかみ荘 大洲市肱川町山鳥坂２８００番地 平成１９年８月２８日

医療法人肱嵐会 大洲市長浜甲１７６番地 医療法人肱嵐会石村病院 大洲市長浜甲１７６番地 平成１９年８月１日

医療法人肱嵐会 大洲市長浜甲１７６番地 訪問看護ステーションながは
ま 大洲市長浜甲１７６番地 平成１９年８月１日

社会福祉法人四国中央市社会
福祉協議会

四国中央市三島宮川四丁目６
番５５号 四国中央市社会福祉協議会 四国中央市三島宮川四丁目６

番５５号 平成１９年７月３１日

社会福祉法人四国中央市社会
福祉協議会

四国中央市三島宮川四丁目６
番５５号

四国中央市新宮デイサービス
センター 四国中央市新宮町新宮５０番地 平成１９年７月３１日

愛媛物産株式会社 北宇和郡松野町大字豊岡３０６３ デイサービスセンターなごみ 北宇和郡松野町大字豊岡３０６３ 平成１９年７月６日

医療法人陽成会 今治市拝志１番２６号 デイサービスウィルケアひろ
せ 今治市喜田村六丁目４番２０号 平成１９年９月１日

常盤タクシー株式会社 今治市常盤町五丁目５番２９号 ときわケアーサービス 今治市常盤町五丁目５番２９号 平成１９年４月１日

医療法人隆典会 今治市別名２７４番地 片木脳神経外科 今治市別名２７４番地 平成１９年４月１日

医療法人隆典会 今治市別名２７４番地 訪問看護ステーションシルビ
ウス 今治市別名２６１番地 平成１９年４月１日

医療法人隆典会 今治市別名２７４番地 介護老人保健施設シルビウス・
ケアセンター 今治市別名２６１番地 平成１９年４月１日

介護センター瀬戸内合資会社 今治市南大門町二丁目３－５ 介護センターせとうち 今治市南大門町二丁目３－５ 平成１９年６月１日

社会福祉法人杉の子会 今治市南大門町三丁目５番地
３３ ヘルパーステイション廣寿苑 今治市南大門町三丁目５番地

３３ 平成１９年７月１日

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内３－２－１ ラポールデイサービス 宇和島市新町１－４－１０ 平成１９年９月５日

有限会社ひだまりの会 宇和島市川内甲２４６７番地３ 有限会社ひだまりの会通所介
護事業所ながぼり 宇和島市長堀３－８－６ 平成１９年８月２９日

有限会社ケアステーション悠
友

宇和島市丸之内四丁目３番１３
号 ケアステーション悠友 宇和島市丸之内四丁目３番１３

号 平成１９年８月３１日

株式会社ケアドリーミー 宇和島市丸穂町四丁目２番２４
号 訪問介護そよかぜ 宇和島市丸穂町四丁目２番２４

－３０５号 平成１９年９月１日

株式会社アコンプリシ－ 松山市久万ノ台１７６－３ デイサービスセンター笑歩会 宇和島市保田甲９８１－１ 平成１９年８月２９日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号

１１６０
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�愛媛県告示第１６１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法人社団林整形外科クリ
ニック 宇和島市新町二丁目１番１号 林整形外科クリニック 宇和島市新町２－１－１ 平成１９年９月４日

社会福祉法人正和会 宇和島市保田甲１９３２番地２ 社会福祉法人正和会グループ
ホームやすらぎ 宇和島市蛤９５番地３ 平成１９年９月１０日

有限会社将歩 新居浜市船木甲３７５３番地の２８ ヘルパーステーション夢求 新居浜市船木甲３７５３番地の２８ 平成１９年９月５日

株式会社青い鳥 新居浜市久保田町三丁目９番
２５号 ケアステーション青い鳥 新居浜市久保田町三丁目９番

２５号 平成１９年９月６日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ ヘルパーステーションまなべ 西条市氷見丙４７７番地 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ デイサービスいしづちの湯 西条市西田甲４２１番地の５ 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ デイサービス多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ デイサービスセンター丹原の
郷 西条市丹原町池田１２６７番地１ 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ 熟年コミュニティせとうち 西条市氷見丙４４４番地１ 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホームまなべ 西条市氷見乙７６９番地 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホーム多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホーム丹原の郷 西条市丹原町池田１２６７番地１ 平成１９年９月７日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ ジェイコム福祉用具サービス 西条市北条２３１番地１ 平成１９年９月７日

医療法人神南会 大洲市新谷町甲１８番地 久保内科循環器科 大洲市新谷町甲１８番地 平成１９年９月１日

大洲市 大洲市大洲６９０番地の１ 大洲市指定通所介護事業所肱
流苑 大洲市肱川町宇和川６５番地 平成１９年８月１日

株式会社新風会 大洲市徳森１４７７番地１ グループホーム秦皇 伊予市中山町中山丑５２３番１ 平成１９年９月３日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

介護センター瀬戸内合資会社 今治市南大門町二丁目３－５ 介護センターせとうち 今治市南大門町二丁目３－５ 平成１９年６月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ ジェイコム福祉用具サービス 西条市北条２３１番地１ 平成１９年９月７日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号

１１６１



��������������

��������������

�愛媛県告示第１６１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社光タクシー 新居浜市喜光地町２－２－２２ 光介護サービス

（変更後）
新居浜市喜光地町１－６－３５

平成１８年４月２８日
（変更前）
新居浜市高木町２－２０日豊ビ
ル４階

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２
－９ ニチイケアセンターたきはま

（変更後）
新居浜市阿島一丁目７番２４号

平成１８年１０月１日
（変更前）
新居浜市阿島１０１５

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２
－９ ニチイケアセンターたきはま

（変更後）
新居浜市阿島一丁目７番２４号

平成１８年１０月１日
（変更前）
新居浜市阿島１０１５

有限会社萩の台 新居浜市萩生１３０番地の５７ カミングケアステーション

（変更後）
新居浜市萩生１３０番地の５２

平成１８年１２月１日
（変更前）
新居浜市萩生１３０番地の５７

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社光タクシー 新居浜市喜光地町２－２－２２ 光介護支援センター

（変更後）
新居浜市喜光地町１－６－３５

平成１８年４月２８日
（変更前）
新居浜市高木町２－２０日豊ビ
ル４階

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２
－９ ニチイケアセンターたきはま

（変更後）
新居浜市阿島一丁目７番２４号

平成１８年１０月１日
（変更前）
新居浜市阿島１０１５

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社団法人宇和島医師会 宇和島市桜町１－５０

（変更後）
宇和島医師会訪問看護ステー
ション

宇和島市桜町１－５０ 平成１８年４月１日
（変更前）
宇和島市医師会訪問看護ステ
ーション

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号

１１６２
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�愛媛県告示第１６１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社萩の台 新居浜市萩生１３０番地の５７ カミングケアステーション

（変更後）
新居浜市萩生１３０番地の５２

平成１８年１２月１日（変更前）
新居浜市萩生１３０番地の５７

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠友社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠友社宇和島事業所 宇和島市桝形町二丁目２番１４
号 平成１８年４月１日

有限会社ライズ 宇和島市佐伯町一丁目１－１３
内桝ビル１Ｆ 訪問入浴サービスこころ 宇和島市佐伯町一丁目１－１３

内桝ビル１Ｆ 平成１８年５月３１日

有限会社花梨 宇和島市愛宕町三丁目２－９ 介護サービスかりん 宇和島市愛宕町三丁目２－９ 平成１８年６月３０日

株式会社池田商会 宇和島市中沢町二丁目３番５
号 株式会社池田商会 宇和島市中沢町二丁目３番５

号 平成１８年８月３１日

有限会社ヤマグチ 宇和島市堀端町２番２８号 有限会社ヤマグチ 宇和島市堀端町２番２８号 平成１９年３月３１日

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３ 通所介護事業所まごころケア
ー 新居浜市大生院１５４－３ 平成１８年９月１２日

株式会社サンキュー 大阪府摂津市鳥飼新町一丁目
１番３９号 デイサービスセンター御茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２３号 平成１８年９月３０日

愛媛医療生活協同組合 松山市来住町１０７９－１２ 愛媛医療生活協同組合福祉用
具サービス協立 新居浜市若水町１－７－４５ 平成１９年３月３１日

有限会社ひまわりの郷 新居浜市大生院１５４－３ 訪問介護事業所まごころケア
ー 新居浜市大生院１５４－３ 平成１８年１０月２日

社会福祉法人大洲市社会福祉
協議会 大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市社会福祉協議会訪問介

護事業所河辺 大洲市河辺町植松４２８番地 平成１９年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠友社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠友社宇和島事業所 宇和島市桝形町二丁目２番１４
号 平成１８年４月１日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号

１１６３



�愛媛県告示第１６１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より指定した介護機関を次のように廃止した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６１７号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 土居（５） 平成１７年度から
平成１８年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

宇和島市 大字本九島の一
部、大字百之浦
の一部

平成１６年度から
平成１８年度まで

宇和島市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１９年１０月１９日

�������
�愛媛県告示第１６１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

丹原町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・上町地区）の施行を平成１９

年１０月５日認可した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１６１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

丹原町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・徳出地区）の施行を平成１９

年１０月５日認可した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

道前平野土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管理）

の計画の変更を平成１９年１０月１１日認可した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・横内地区）の施行に平成１９年１０月１１日

同意した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定による

都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

四国中央都市計画道路事業

３・３・２川東村松線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

愛媛県四国中央市下柏町字桜井、字丸田、字目代、字三本木、

字床境、字道ノ上、字権兵衛邸、字塚地、字弐反地、字横地

上、字池口ノ上及び字横地並びに妻鳥町字中足鍋、字下足鍋、

字西三本木、字新う田、字筆村、字伊ノ坪、字櫻ノ木及び字

上四反地並びに村松町字富光増縄地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第１６２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定による

都市計画事業の事業計画の変更について、次のとおり公告する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

東予広域都市計画道路事業

３・４・６駅前郷線

３・４・５船屋阿島線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

介護機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

財団法人正光会
宇和島病院 財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０ 平成１９年

３月３１日

友松外科胃腸科 医療法人
友松外科胃腸科 宇和島市鶴島町６－２７ 平成１９年

３月３１日

医療法人社団
久和会立花病院

医療法人社団
久 和 会

新居浜市喜光地町一丁目
１３番２９号

平成１８年
６月３０日
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訓 令

�愛媛県告示第１６２４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡砥部町重光１０７番２、１０７番７、１０７番８及び１０７番９

２ 申請人の住所氏名

松山市道後町二丁目３番４号

株式会社松平不動産 代表取締役 松平 定理

３ 図面省略

�愛媛県訓令第１６号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第６条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の種類 事 項

決裁区分 組

織

名

事務の種類 事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

企

画

課

１・２ 省

略

企

画

課

１・２ 省

略

３ 温泉法

（昭和２３

年法律第

１２５号）の

施行に関

する事務

１ 温泉成分分析を行う者に対す

る報告の徴収及び立入検査（第

２８条第１項）

○ ３ 温泉法

（昭和２３

年法律第

１２５号）の

施行に関

する事務

１ 温泉成分分析を行う者に対す

る報告の徴収及び立入検査（第

２４条第１項）

○

２ 土地の掘削者等に対する報告

の徴収（第３４条第１項）

○ ２ 土地の掘削者等に対する報告

の徴収（第３０条第１項）

○

３ 温泉利用施設等に対する立入

検査（第３５条第１項）

○ ３ 温泉利用施設等に対する立入

検査（第３１条第１項）

○

４ 現地調査（温泉法施行細則（昭

和５１年愛媛県規則第２８号）第２４

条）

○ ４ 現地調査（温泉法施行細則（昭

和５１年愛媛県規則第２８号）第２０

条）

○

４～１７ 省

略

４～１７ 省

略

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

薬

務

衛

生

課

１～８

省略

薬

務

衛

生

課

１～８

省略

９ 温

泉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 土地掘削、増掘及び動力装

置に関すること。

９ 温

泉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 土地掘削、増掘及び動力装

置に関すること。

� 許可（第３条第１項、第

４条第２項、第１１条）

○ � 許可（第３条第１項、第

４条第２項、第９条）

○

� 省略 � 省略

� 工事の着手の届出の受理

（温泉法施行細則（以下こ

の部において「規則」とい

う。）第９条）

○ � 工事の着手の届出の受理

（温泉法施行細則（以下こ

の部において「規則」とい

う。）第７条）

○

� 許可の有効期間の更新

（第５条第２項、第１１条第

２項）

○ � 許可の有効期間の更新

（第５条第２項、第９条第

２項）

○

� 合併又は分割の承認（第

４条第２項、第６条第１項、

第２項、第１１条第２項）

○

� 相続の承認（第４条第２

項、第７条第１項、第３項、

第１１条第２項）

○

� 工事の完了又は廃止の届

出の受理（第８条第１項、

第１１条第２項）

○ � 工事の完了又は廃止の届

出の受理（第６条第１項、

第９条第２項）

○

� 工事の状況の届出の受理

（規則第１０条）

○ � 工事の状況の届出の受理

（規則第８条）

○

	 掘削等の影響の報告の処

理（規則第１１条）

○ � 掘削等の影響の報告の処

理（規則第９条）

○


 しゆんせつの届出の受理

（規則第１２条）

○ � しゆんせつの届出の受理

（規則第１０条）

○

� 温泉採取権の取得の届出

の受理（規則第２１条）

○ 	 温泉採取権の取得の届出

の受理（規則第１７条）

○

� 氏名等の変更の届出の受

理（規則第２２条）

○ 
 氏名等の変更の届出の受

理（規則第１８条）

○

 許可の取消し（第９条第

１項、第１１条第２項）

○ � 許可の取消し（第７条第

１項、第９条第２項）

○

� 措置命令（第９条第２項、

第１１条第２項）

○ � 措置命令（第７条第２項、

第９条第２項）

○

� 原状回復の命令（第１０条、

第１１条第２項）

○  原状回復の命令（第８条、

第９条第２項）

○

� 隣接県に影響を及ぼすお

それがある場合の環境大臣

への協議（第１３条第１項）

○ � 隣接県に影響を及ぼすお

それがある場合の環境大臣

への協議（第１１条第１項）

○

２ 温泉採取の制限に関するこ

と。

２ 温泉採取の制限に関するこ

と。

� 命令（第１２条第１項） ○ � 命令（第１０条第１項） ○
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� 工業利用に係る経済産業

局長への協議（第１２条第２

項）

○ � 工業利用に係る経済産業

局長への協議（第１０条第２

項）

○

３ 温泉ゆう出目的以外で土地

を掘削した者に関すること。

３ 温泉ゆう出目的以外で土地

を掘削した者に関すること。

� 措置命令（第１４条第１項） ○ � 措置命令（第１２条第１項） ○

� 行政庁との協議（第１４条

第２項）

○ � 行政庁との協議（第１２条

第２項）

○

４ 温泉の公共の浴用又は飲用

に関すること。

４ 温泉の公共の浴用又は飲用

に関すること。

� 許可（第４条第２項、第

１５条第１項、第４項）

○ � 許可（第４条第２項、第

１３条第１項、第４項）

○

� 合併又は分割の承認（第

４条第２項、第１６条第１項、

第２項）

○

� 相続の承認（第４条第２

項、第１７条第１項、第３項）

○

� 温泉の成分等の掲示の届

出の受理（第１８条第３項）

○ � 温泉の成分等の掲示の届

出の受理（第１４条第３項）

○

� 温泉利用の廃止の届出の

受理（規則第１７条）

○ � 温泉利用の廃止の届出の

受理（規則第１３条）

○

� 氏名等の変更の届出の受

理（規則第２２条）

○ � 氏名等の変更の届出の受

理（規則第１８条）

○

� 掲示内容の変更命令（第

１８条第５項）

○ � 掲示内容の変更命令（第

１４条第４項）

○

� 改善の指示（第３０条） ○ � 改善の指示（第２６条） ○

	 許可の取消し（第３１条第

１項）

○ � 許可の取消し（第２７条第

１項）

○


 措置命令（第３１条第２項） ○ � 措置命令（第２７条第２項） ○

５ 温泉成分分析機関に関する

こと。

５ 温泉成分分析機関に関する

こと。

� 登録（第１９条第１項、第

５項）

○ � 登録（第１５条第１項、第

５項）

○

� 登録事項の変更の届出の

受理（第２０条）

○ � 登録事項の変更の届出の

受理（第１６条）

○

� 廃止の届出の受理（第２１

条）

○ � 廃止の届出の受理（第１７

条）

○

� 登録の抹消（第２２条） ○ � 登録の抹消（第１８条） ○

� 登録の取消し（第２５条） ○ � 登録の取消し（第２１条） ○

６ 環境審議会の意見の聴取

（第３２条）

○ ６ 環境審議会の意見の聴取

（第２８条）

○

１０～２４

省略

１０～２４

省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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公 告

�公 告

平成２０年度から平成２２年度までにおいて県が発注する製造の請負、

物件の売買、役務の提供その他の契約（建設工事及び森林整備工事

並びにこれらに付随する測量、調査又は設計の業務委託に係る契約

を除く。以下「製造の請負等」という。）に係る一般競争入札又は

指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な

資格（以下「資格」という。）並びにその審査の申請（以下「申請」

という。）の時期及び方法等を、次のとおり定めた。

平成１９年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 営業種別

� 文具・事務用機器類

� 機械器具類

� 自動車・舟艇類

� 印刷・製本類

� 薬品類

� 石油・燃料類

� 工事材料類

� 家具類

	 その他

２ 製造の請負等に係る競争入札に参加することができない者

� 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者

で復権を得ない者

� 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実のあっ

た後２年を経過しないもの（その者を代理人、支配人その他の

使用人又は入札代理人として使用する者を含む。）

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた

者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行する

ことを妨げた者

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の

規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を

妨げた者

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後２年を

経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の

使用人として使用した者

３ 資格

� 競争入札に参加することができる者は、製造の請負等に係る

競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成８年

２月愛媛県告示第１９２号）第２条の規定による審査（以下「資

格審査」という。）を受け、適格と認められた者とする。

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

４ 申請の時期

平成１９年１１月１４日（水）から１２月１９日（水）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時３０分まで）とする。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

企

画

課

１～１４

省略

企

画

課

１～１４

省略

１５ 温

泉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 当該職員の証明書の交付（第

２８条第２項、第３５条第３項）

○ １５ 温

泉法

の施

行に

関す

る事

務

１ 当該職員の証明書の交付（第

２４条第２項、第３１条第３項）

○

１６・１７

省略

１６・１７

省略

附 則

この訓令は、平成１９年１０月２０日から施行する。
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なお、その後も、随時、申請を受け付けるが、この場合には、

競争入札に間に合わないことがある。

５ 申請書類の交付方法及び提出先

� 交付方法

県ホームページの申請書等電子配布サービス（http://www.

pref.ehime.jp/sinsei/index.htm）によるほか、別表に掲げる申

請書類の提出先のいずれかに対し請求があれば交付する。

� 提出先

別表のとおりとする。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

７ 資格の審査結果の通知

申請者には、資格の審査結果を文書で通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成２０年度から平成２２年度までの製造の請負等に係る

競争入札について効力を有する。

９ 平成２３年度から平成２５年度までの資格審査

平成２３年度から平成２５年度までの製造の請負等に係る競争入札

に参加する者の資格については、平成２２年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２１５６

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号

１１６９



別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 住 所

愛媛県総務部管理局総務管理課
〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９－９１２－２１５６

松山市、県外

愛媛県西条地方局総務県民部総務調整課
〒７９３－００４２
西条市喜多川７９６番地の１
電話番号 ０８９７－５６－１３００（内線２１０）

新居浜市、西条市、四国中央
市

愛媛県今治地方局総務県民部総務調整課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線３４３）

今治市、上島町

愛媛県松山地方局総務県民部総務調整課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９０９－８７５０（内線３０４）

伊予市、東温市、久万高原町、
松前町、砥部町

愛媛県八幡浜地方局総務県民部総務調整課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線２１０）

八幡浜市、大洲市、西予市、
内子町、伊方町

愛媛県宇和島地方局総務県民部総務調整課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－５２１１（内線２０９）

宇和島市、松野町、鬼北町、
愛南町

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号

１１７０



監 査 公 表

�公表第３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

�������
�公表第３６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 平成１８年１０月２７日

高 校 教 育 課 平成１８年１０月１６日

人 権 教 育 課 〃

（監査の結果）

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ４，６７０，０００ ５，０５４，０００ ９，７２４，０００

１６年度 ３，９８２，０００ ３，９５３，０００ ７，９３５，０００

差引増減 ６８８，０００ １，１０１，０００ １，７８９，０００

（教育総務課）

２ 諸収入（給与の過払金）については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１４年度 ５２０，０８５

計 ５２０，０８５

（高校教育課）

３ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ４６，４９７，３５１ １０８，５７４，５２７ １５５，０７１，８７８

１６年度 ４３，５７０，２６８ ６７，１７８，４５６ １１０，７４８，７２４

差引増減 ２，９２７，０８３ ４１，３９６，０７１ ４４，３２３，１５４

（人権教育課）

（措置の内容）

１ 奨学資金貸付金償還金については、奨学生の新規採用時及び貸与終

了時に、学校長を通じ奨学金制度の趣旨や社会人になってからの奨学

金返還義務等を指導するとともに、卒業後も、納入通知書発行に先立

ち、返還を開始する者全員に事前に電話連絡により納入期限の厳守を

指導し、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に

ついても、平成１６年度に配置した、督促・返還指導等を業務とする

「奨学生指導員」（非常勤嘱託）を中心に、係員が連携して未納者本

人や連帯保証人等に対して訪問や電話による返還指導を行い収入に努

めた結果、１８年度中２，２７６，０００円を収納し、滞納繰越額は７，４４８，０００

円となったが、１８年度に新たに１１４件８，２０８，０００円の未収金が発生し

たことから、１８年度末現在の未収額は１５，６５６，０００円となった。

今後とも返還指導を徹底し、滞納繰越額の縮減に努めたい。

（教育総務課）

２ 不明であった債務者の所在が判明したため、当人と協議した結果、

分割払いを主旨とする履行期限延期申請書の提出があった。これを承

認し、平成１９年６月から隔月で６０，０００円ずつ返還することとなり、平

成１９年６月及び８月と順調に納付されている。 （高校教育課）

３ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金については、関係

市町及び関係団体と密接な連携のもと期限内納入の厳守について指導

するとともに、新たに償還が開始する者及び免除期間等が満了し償還

が開始する者に対して、「返還のしおり」を配布するなど奨学金制度

の趣旨や奨学金返還の責務等について周知を図るとともに、県担当者

が直接奨学生の保護者と面談するなどして返還指導を実施した結果、

１８年度中２，９２６，２７４円を収納し、滞納繰越額は１５２，１４５，６０４円となっ

たが、１８年度に新たに４６，１０３，３５２円の未収金が発生したことから、１８

年度末現在の未収額は１９８，２４８，９５６円となった。

今後も文書の送付や市町訪問、奨学生の保護者との面談等により、

返還指導を徹底し滞納繰越額の縮減に努めたい。 （人権教育課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局

総 務 県 民 部 平成１９年７月３１日

健 康 福 祉 環 境 部 〃

産 業 経 済 部 平成１９年８月１日

今 治 家 畜 保 健 衛 生 所 平成１９年８月２日

建 設 部 〃

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

台 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 〃

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １０５，５１７，４２３ ３６６，８６５，８４７ ４７２，３８３，２７０

１７年度 ９７，２９７，７５５ ３７９，６４１，６０５ ４７６，９３９，３６０

差引増減 ８，２１９，６６８ △１２，７７５，７５８ △４，５５６，０９０
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�公表第３７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

�������
�公表第３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

（総務県民部）

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，７５０，４４８ １，７９８，７００ ３，５４９，１４８

１７年度 １，５９２，８００ ３５５，８００ １，９４８，６００

差引増減 １５７，６４８ １，４４２，９００ １，６００，５４８

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １３８，４６５ ８５，０８８ ２２３，５５３

１７年度 ８５，０８８ １０２，２７０ １８７，３５８

差引増減 ５３，３７７ △１７，１８２ ３６，１９５

（健康福祉環境部）

３ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ２，３５０，２００ １，２９２，９００ ３，６４３，１００

１７年度 １，５３１，０００ ７４９，８００ ２，２８０，８００

差引増減 ８１９，２００ ５４３，１００ １，３６２，３００

（建設部）

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ６０，４０４，７６９ １２６，４４６，３６０ １８６，８５１，１２９

１７年度 ７０，６４６，７７０ １６０，２４３，４０５ ２３０，８９０，１７５

差引増減 △１０，２４２，００１ △３３，７９７，０４５ △４４，０３９，０４６

（総務県民部）

２ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，０９５，４００ ５１６，２００ １，６１１，６００

１７年度 １，１１７，０００ ８２，６００ １，１９９，６００

差引増減 △２１，６００ ４３３，６００ ４１２，０００

（建設部）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

宇 和 島 地 方 局

総 務 県 民 部 平成１９年７月３１日

健 康 福 祉 環 境 部 平成１９年８月１日

産 業 経 済 部 平成１９年７月３１日、
平成１９年８月１日

宇 和 島 家 畜 保 健 衛 生 所 平成１９年８月２日

建 設 部 〃

愛 南 土 木 事 務 所 平成１９年８月１日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成１９年８月２日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 平成１９年７月３１日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

西 条 地 方 局

総 務 県 民 部 平成１９年８月２８日、
平成１９年８月２９日

健 康 福 祉 環 境 部 平成１９年８月２８日

四 国 中 央 保 健 所 平成１９年８月２９日

産 業 経 済 部 平成１９年８月２８日

西 条 家 畜 保 健 衛 生 所 〃

建 設 部 平成１９年８月２９日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 〃

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 平成１９年８月２８日

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。
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�公表第３９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

�������
�公表第４０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ２００，９３１，７１３ ４４９，６５８，６２９ ６５０，５９０，３４２

１７年度 ２５５，３６０，８９３ ３９５，３３３，６０５ ６５０，６９４，４９８

差引増減 △５４，４２９，１８０ ５４，３２５，０２４ △１０４，１５６

（総務県民部）

２ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ２，０６０，３００ ３１３，５００ ２，３７３，８００

１７年度 ４５９，８００ ２１３，１００ ６７２，９００

差引増減 １，６００，５００ １００，４００ １，７００，９００

（建設部）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

八 幡 浜 地 方 局

総 務 県 民 部 平成１９年９月４日

健 康 福 祉 環 境 部 〃

産 業 経 済 部 平成１９年９月４日、
平成１９年９月５日

八 幡 浜 家 畜 保 健 衛 生 所 平成１９年９月５日

建 設 部 〃

大 洲 土 木 事 務 所 平成１９年９月４日

西 予 土 木 事 務 所 〃

出 納 室 〃

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ６３，７６４，５３４ １３７，１８４，４７１ ２００，９４９，００５

１７年度 ６３，８６０，２５８ １４１，２６１，８９４ ２０５，１２２，１５２

差引増減 △９５，７２４ △４，０７７，４２３ △４，１７３，１４７

（総務県民部）

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，１７０，２４２ ２，７３７，９１１ ３，９０８，１５３

１７年度 １，２０４，４３６ ２，６１４，６４１ ３，８１９，０７７

差引増減 △３４，１９４ １２３，２７０ ８９，０７６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ０ １，６００，４４６ １，６００，４４６

１７年度 ９３，３２６ １，６２４，９４４ １，７１８，２７０

差引増減 △９３，３２６ △２４，４９８ △１１７，８２４

（健康福祉環境部）

３ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ５２，３００ １，１４４，３００ １，１９６，６００

１７年度 ２６８，３００ １，３３２，７３３ １，６０１，０３３

差引増減 △２１６，０００ △１８８，４３３ △４０４，４３３

（建設部）

４ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １，０１９，６５０

計 １，０１９，６５０

（大洲土木事務所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 地 方 局

総 務 県 民 部 平成１９年９月１０日

健 康 福 祉 環 境 部 〃

産 業 経 済 部 平成１９年９月１０日、
平成１９年９月１１日
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第９９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書に

ついて、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成１９年１０月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１８年分

その他の政治団体

（訂正後）

政治団体の名称 中村時広連合後援会維新会

報告年月日 Ｈ１９．４．３

１ 収 入 総 額 １，５０９，４９１円

前年繰越額 ９，４９１円

本年収入額 １，５００，０００円

２ 支 出 総 額 １，５００，０００円

中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 平成１９年９月１１日

建 設 部 〃

久 万 高 原 土 木 事 務 所 平成１９年９月１０日

出 納 室 〃

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ５４９，２０１，６６４ １，７０４，７９９，６６０ ２，２５４，００１，３２４

１７年度 ６７２，２４３，５０８ ２，２０９，６１３，３７５ ２，８８１，８５６，８８３

差引増減 △１２３，０４１，８４４ △５０４，８１３，７１５ △６２７，８５５，５５９

（総務県民部）

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ３７５，６１２ ３，５４１，６２６ ３，９１７，２３８

１７年度 ４９０，１３３ ３，３６３，３８３ ３，８５３，５１６

差引増減 △１１４，５２１ １７８，２４３ ６３，７２２

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １２８，４００ １，６３１，３１９ １，７５９，７１９

１７年度 １７０，６８４ １，５４６，２３５ １，７１６，９１９

差引増減 △４２，２８４ ８５，０８４ ４２，８００

（健康福祉環境部）

３ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ３，９６５，０００

計 ３，９６５，０００

（産業経済部）

４ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １７，７７１，７００ ４２，８８６，５８０ ６０，６５８，２８０

１７年度 １５，９７３，０００ ４１，３２９，６８０ ５７，３０２，６８０

差引増減 １，７９８，７００ １，５５６，９００ ３，３５５，６００

（建設部）

５ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ９７０，１５０

計 ９７０，１５０

（建設部）
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３ 翌 年 繰 越 額 ９，４９１円

４ 本年収入の内訳

寄附 １，５００，０００円

個人分 １，５００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

中 村 時 広 １，５００，０００円 松 山 市

６ 支 出 の 内 訳

政治活動費 １，５００，０００円

その他の経費 １，５００，０００円

７ 資産等の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）

中 村 時 広 ８，５５０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 中村時広連合後援会維新会

報告年月日 Ｈ１９．４．３

１ 収 入 総 額 １，５０９，４９１円

前年繰越額 ９，４９１円

本年収入額 １，５００，０００円

２ 支 出 総 額 １，５００，０００円

３ 翌 年 繰 越 額 ９，４９１円

４ 本年収入の内訳

寄附 １，５００，０００円

個人分 １，５００，０００円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

中 村 時 広 １，５００，０００円 松 山 市

６ 支 出 の 内 訳

政治活動費 １，５００，０００円

その他の経費 １，５００，０００円

�愛媛県選挙管理委員会告示第１００号
平成１９年７月２９日執行の参議院選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成１９年１０月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 藤 山 薫

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成１９年７月２９日執行

参議院選挙区選出議員選挙（愛媛県選挙区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３９，５３８，９００円

３ 報告書の要旨

候 補 者 氏 名 友 近 聡 朗 所 属 党 派 無 所 属 平成１９年９月２１日から
期 間 第４回分

平成１９年１０月５日まで出納責任者氏名 成 見 憲 治

収 入 支 出

雑 費 ３９，３７５円

今 回 計 ０円 今 回 計 ３９，３７５
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公営企業告示

雑 報

�愛媛県公営企業告示第４号
次のとおり落札者を決定した。

平成１９年１０月１９日

愛媛県立中央病院長 上 田 暢 男

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１９年１０月９日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成１９年１０月１９日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一級河川肱川水系久米川改修工事（愛媛県大洲市阿蔵字フルカワ地内から同市阿蔵字中野地内まで）及びこれに伴う市道付替工事

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

畑 ６１３．８６

愛媛県大
洲市阿蔵
字フルカ
ワ

甲１６３２番 畑
畑

６５７ ８２３．４６
１０２．６６

登記名義人亡平井モヽヱ法定相続人
井上ミドリ外２２名（別記のとおり） ─── ─── ──────

公衆用
道 路 ０．４６

用悪
水路 １０６．４７

別記

持 分 住 所 氏 名

２０分の１ 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地１３番地２６ 井 上 ミドリ

２０分の１ 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地１３番地２６ 井 上 幸 �

１０分の１ 存否不明 ただし、最後の本籍 愛媛県大洲市阿蔵甲３３５番地 平 井 熊 幸

３００分の１ 愛媛県大洲市田口甲２７番地５ 河 野 重 子

３００分の１ 愛媛県松山市和泉北１丁目１３番１９号 菊 池 益 子

３００分の１ 愛媛県松山市藤原２丁目２番３２号 木 下 秀 子

３００分の１ 愛媛県八幡浜市高野地１８５９番地 萩 森 利 �

前 回 計 ７，４２０，８００ 前 回 計 １０，２２０，９１０

総 計 ７，４２０，８００ 総 計 １０，２６０，２８５

報告書受理年 月 日 平成１９年１０月 ５ 日 第 ４ 回 報 告 分

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）
約８００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１９年９月２８日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町二
丁目９番１２号

５９．４３円 一般競争入札 平成１９年２月９日

愛 媛 県 報平成１９年１０月１９日 第１９０６号
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正 誤

�正 誤

平成１９年１０月５日付け第１９０２号愛媛県告示第１５４６号（道路の区域

変更（県道横浜生名港線））中

３００分の１ 神奈川県川崎市中原区苅宿６４番地５ 萩 森 義 雄

２０分の１ 愛媛県大洲市平野町平地３６２２番地１ 福 西 久 雄

９０分の１ 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３８１６番地１１ 佐々木 利 惠

９０分の１ 愛媛県松山市富久町８３番地８ 木 戸 保 子

９０分の１ 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１４１３番地２４ 西 隅 孝 憲

２０分の１ 存否不明 ただし、最後の本籍 愛媛県大洲市阿蔵甲７５７番地 東 幸 男

２０分の１ 住所不明 ただし、最後の本籍 愛媛県大洲市阿蔵甲７５７番地 東 清

４０分の１ 住所不明 ただし、最後の本籍 愛媛県大洲市阿蔵甲３３５番地 平 井 ヨシ子

４０分の１ 住所不明 ただし、最後の本籍 愛媛県大洲市阿蔵甲３３５番地 平 井 ヒサ子

４０分の１ 愛知県豊橋市前田町二丁目１９番地の１３（６０３） 平 井 正 男

４０分の１ 長野県飯山市大字野坂田７５７番地１ ハイツ宮崎２０２ 泉 八江子

１０分の１ 奈良県奈良市青山八丁目１４０番地 入 口 邦 孝

１０分の１ 存否不明 ただし、最後の本籍 愛媛県大洲市阿蔵甲３３５番地 平 井 俊 雄

１０分の１ 相続人不明 ただし、平井喜見三郎法定相続人 不 明

１０分の１ 愛媛県松山市北斎院町７９８番地９ 平 井 明

１０分の１ 愛媛県大洲市阿蔵甲３３５番地 渡 部 ナツコ

ページ 箇 所 誤 正

１０９８ 旧欄
敷地の幅員中 ５．０～４１．０ ５．３～４１．０

平成１９年１０月１９日 発行
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